
住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
（
十
二
）

︱
ド
イ
ツ
裁
判
例
研
究
か
ら
の
模
索
︱

田　
　

中　
　

英　
　

司

目　

次
※

Ⅰ　

序
説

　
　

１　

本
論
文
の
位
置
づ
け

　
　

２　

関
連
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
規
定
等
の
確
認

　
　

３　

日
本
法
の
判
例
に
お
け
る
借
家
権
の
存
続
保
護
に
関
す
る
判
断
枠
組
み
の
確
認

　
　

４　

考
察
の
方
法
と
順
序
（
以
上
、
五
二
巻
一
号
）

Ⅱ　

賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
を
め
ぐ
る
住
居
使
用
賃
貸
借
関
係
の
解
約
告
知
に
関
す
る
裁
判
例
の
判
断
枠
組
み

　

一　

比
較
衡
量
の
前
提
と
な
る
こ
と
が
ら
に
か
か
わ
る
裁
判
例

　
　

１　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
の
意
義
等
に
つ
い
て
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２　

賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て

　
　

３　

民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
「
明
渡
し
か
ら
の
保
護
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
（
以
上
、
五
二
巻
三
・
四
合
併
号
）

　

二　

比
較
衡
量
そ
れ
自
体
に
か
か
わ
る
裁
判
例

　
　

１　

利
益
の
比
較
衡
量
の
基
本
的
な
枠
組
み
に
か
か
わ
る
裁
判
例

　
　
　

⑴　

利
益
の
比
較
衡
量
の
基
本
に
つ
い
て

　
　
　
　

①
連
邦
憲
法
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
通
常
裁
判
所
等
の
裁
判
例

　
　
　
　
　
（
以
上
、
五
三
巻
一
号
）

　
　
　
　

②
下
級
審
裁
判
所
の
裁
判
例
（
②
の
五
の
第
五
の
裁
判
例
ま
で
、
五
三
巻
四
号
）

　
　
　
　

③
小
括
（
以
上
、
五
四
巻
一
号
）

　
　
　

⑵　

当
事
者
の
態
様
・
認
識
に
つ
い
て

　
　
　
　

①
当
該
契
約
の
締
結
時
ま
た
は
当
該
住
居
の
取
得
時
に
お
け
る
当
事
者
の
態
様
・
認
識
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　

②
当
該
解
約
告
知
の
対
象
の
選
択
に
お
け
る
賃
貸
人
の
態
様
・
認
識
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　

③
当
事
者
の
態
様
・
認
識
が
問
題
と
さ
れ
た
そ
の
他
の
事
案

　
　
　

⑶　

当
事
者
の
利
益
が
均
衡
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
（
以
上
、
五
四
巻
二
号
）

　
　

２　

具
体
的
な
利
益
の
比
較
衡
量
に
関
す
る
裁
判
例

住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
（
十
二
）
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⑴　

生
命
・
身
体
・
健
康
の
侵
害
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　

①
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
肯
定
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　
　
（
以
上
、
五
四
巻
三
・
四
合
併
号
）

　
　
　
　

②
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
否
定
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　

③
小
括
（
以
上
、
五
五
巻
一
号
）

　
　
　

⑵　

代
替
住
居
の
調
達
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　

①
代
替
住
居
の
調
達
に
関
す
る
一
般
的
な
こ
と
が
ら
に
か
か
わ
る
裁
判
例

　
　
　
　

②
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
肯
定
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　
　

ⓐ
二
重
の
転
居
に
な
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　
　
（
以
上
、
五
五
巻
二
号
）

　
　
　
　
　

ⓑ
そ
の
他
の
事
情
が
考
慮
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　
　
（
以
上
、
五
五
巻
三
号
）

　
　
　
　

③
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
否
定
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　
　

ⓐ
二
重
の
転
居
に
な
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
事
案

　
　
　
　
　

ⓑ�

そ
の
他
の
事
情
か
ら
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
否
定
さ
れ
た
事
案
（
ⓑ
の
三
の
第
八
の
裁
判
例
ま
で
、
五
五
巻
四
号
。
第

二
九
の
裁
判
例
ま
で
、
本
巻
本
号
）
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④
小
括

　
　
　

⑶　

経
済
的
な
支
出
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案

　
　
　

⑷　

そ
の
他
の
利
益
の
侵
害
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案

Ⅲ　

総
括

Ⅱ　

賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
を
め
ぐ
る
住
居
使
用
賃
貸
借
関
係
の
解
約
告
知
に
関
す
る
裁
判
例
の
判
断
枠
組
み

　

二　

比
較
衡
量
そ
れ
自
体
に
か
か
わ
る
裁
判
例

　

２　

具
体
的
な
利
益
の
比
較
衡
量
に
関
す
る
裁
判
例

　

⑵　

代
替
住
居
の
調
達
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案

　

③
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
否
定
さ
れ
た
事
案

住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
（
十
二
）
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ⓑ
そ
の
他
の
事
情
か
ら
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
否
定
さ
れ
た
事
案

　

三　

そ
れ
以
外
の
事
案
は
、
ひ
と
こ
と
で
ま
と
め
る
と
す
る
と
、
賃
借
人
が
相
当
な
代
替
住
居
が
要
求
で
き
る
条
件
で
調
達
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
を
証
明
し
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
、
あ
る
い
は
、
賃
借
人
が
代
替
住
居
の
調
達
義
務
を
果
た
し
た
こ
と
を
証
明
し
な
か
っ
た
と
い
う
理
由

か
ら
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
否
定
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
案
の
数
と
し
て
は
か
な
り
多
く
な
る
が
、

最
後
に
、
そ
の
よ
う
な
裁
判
例
を
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

第
九
に
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
地
方
裁
判
所
一
九
八
九
年
七
月
四
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

146
】
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
地
方
裁
判
所
一
九
八
九
年
七
月
四
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
判
例
集
か
ら
読
み
取
れ
る
事
案
の
概
要
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

原
告
（
賃
貸
人
）
ら
は
、
一
九
八
四
年
三
月
一
〇
日
に
、
被
告
（
賃
借
人
）
ら
と
本
件
使
用
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
た
が
、
そ
の
後
、
原
告
・
三

の
た
め
に
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
被
告
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
原
告
ら
は
、
三
つ
の
部
屋
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
た
住
居
に
三
人
の
成
人
し
た
人
々
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
告
ら
の
居
住
関
係
が
狭
め
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
本
件
住
居
を
原
告
・
三
の

た
め
に
必
要
と
す
る
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

（
785
）
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こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　
［
判
決
理
由
］

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
原
告
ら
は
・
・
・
・
被
告
ら
に
対
し
て
、
本
件
住
居
の
明
渡
し
と
返
還
を
請
求
す
る
権
限
が
あ
る
。
当
事
者

の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
原
告
ら
の
本
件
解
約
告
知
に
よ
っ
て
、
そ
の
間
に
終
了
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
は
じ
め
に
、
原
告
（
賃
貸
人
）
ら
の
本
件
解
約
告
知
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
に
し
た

が
っ
て
有
効
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

　
「
本
件
解
約
告
知
は
、
実
体
的
に
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
に
し
た
が
っ
て
有
効
で
あ
っ
た
。
原
告
ら
は
、
本
件
住
居
を
・
・
・
・
原
告
・

三
の
た
め
に
住
居
と
し
て
必
要
と
す
る
こ
と
を
証
明
し
た
。
こ
の
た
め
に
、
筋
の
通
り
、
正
当
と
認
め
る
に
値
す
る
取
戻
し
に
つ
い
て
の
利
益
で
十

分
で
あ
る
。
筋
の
通
り
、
正
当
と
認
め
る
に
値
す
る
取
戻
し
に
つ
い
て
の
利
益
は
、
賃
貸
人
が
、
所
有
権
者
と
し
て
、
彼
の
生
き
方
を
彼
の
所
有
権

を
利
用
し
て
彼
が
そ
れ
を
正
し
い
と
考
え
る
よ
う
に
形
成
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
自
由
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

三
つ
の
部
屋
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
住
居
に
三
人
の
成
人
し
た
人
々
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
狭
め
ら
れ
た
原
告
ら
の
居
住
関
係
を
放
棄
し
、

高
齢
の
原
告
・
一
と
原
告
・
二
を
彼
ら
自
身
に
制
限
さ
れ
た
家
族
生
活
に
よ
っ
て
解
放
し
、
特
に
、
請
求
さ
れ
た
本
件
住
居
を
も
っ
て
原
告
・
三
の

年
齢
と
生
き
方
に
相
当
す
る
生
活
空
間
を
原
告
・
三
に
得
さ
せ
る
こ
と
は
、
原
告
ら
に
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
利
益
が
筋

の
通
り
正
当
と
認
め
る
に
値
す
る
こ
と
は
、
疑
問
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」。

　

さ
ら
に
、
地
方
裁
判
所
は
、「
・
・
・
・
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
に
対
す
る
被
告
ら
の
請
求
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
理

由
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
被
告
ら
に
よ
っ
て
申
し
立
て
ら
れ
た
事
情
︱
・
・
・
・
被
告
ら
の
息
子
に
ピ
ア
ノ
の
演
奏
が
可
能
に
さ
れ
て
い
る
と
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4

4
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4
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（
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）

（
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）

住
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の
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貸
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を
め
ぐ
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利
益
の
比
較
衡
量
（
十
二
）
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こ
ろ
の
住
居
を
見
出
す
こ
と
に
つ
い
て
の
場
合
に
よ
っ
て
は
あ
り
得
る
困
難
さ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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4

4
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4

4

4

4

4

4

4

4

4

・
・
・
・
︱
は4

、4・

本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
に
つ
い
て
の
原
告

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ら
の
利
益
に
対
し
て
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
苛
酷
さ
を
意
味
し
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」、
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　

地
方
裁
判
所
は
、
右
の
よ
う
に
、
被
告
（
賃
借
人
）
ら
の
息
子
に
ピ
ア
ノ
の
演
奏
が
可
能
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
代
替
住
居
を
調
達
す
る
こ
と

が
場
合
に
よ
っ
て
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
、
相
当
な
代
替
住
居
が
要
求
で
き
る
条
件
で
調
達
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
一
〇
に
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
地
方
裁
判
所
一
九
八
九
年
一
〇
月
一
一
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

147
】
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
地
方
裁
判
所
一
九
八
九
年
一
〇
月
一
一
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

本
件
建
物
は
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
存
在
す
る
ほ
か
の
建
物
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
国
有
鉄
道
か
ら
、
原
告
（
賃
貸
人
）、

す
な
わ
ち
、
鉄
道
住
宅
地
会
社
（
管
理
お
よ
び
現
役
の
鉄
道
職
員
へ
の
賃
貸
を
目
的
と
す
る
公
益
的
な
有
限
会
社
）
に
用
益
賃
貸
さ
れ
て
い
た
。
被

告
（
賃
借
人
）
は
、
か
つ
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
国
有
鉄
道
の
修
理
施
設
に
お
い
て
働
い
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
顧
慮
し
て
、
被
告
は
、
一
九
七
四
年
九

月
一
二
日
付
の
本
件
使
用
賃
貸
借
契
約
に
も
と
づ
い
て
、
一
九
七
四
年
一
〇
月
一
日
か
ら
、
本
件
住
居
に
居
住
し
て
い
た
。
被
告
は
、
一
九
八
三
年

一
〇
月
の
満
了
を
も
っ
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
国
有
鉄
道
の
勤
務
か
ら
退
職
し
た
。
退
職
し
た
あ
と
で
、
解
約
告
知
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、

一
九
八
三
年
の
終
わ
り
に
、
現
役
職
員
の
た
め
の
必
要
は
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
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し
か
し
、
原
告
は
、
一
九
八
八
年
二
月
一
〇
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
一
九
八
九
年
二
月
二
八
日
付
で
、
被
告
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解

約
告
知
し
た
。
本
件
解
約
告
知
の
書
面
に
お
い
て
、
原
告
は
、
本
件
住
居
が
差
し
迫
っ
て
現
役
の
ド
イ
ツ
連
邦
国
有
鉄
道
の
職
員
の
居
住
の
た
め
に

必
要
と
さ
れ
る
こ
と
を
申
し
立
て
た
。
住
居
を
差
し
迫
っ
て
必
要
と
し
た
と
こ
ろ
の
三
人
の
職
員
が
、
本
件
解
約
告
知
の
書
面
に
お
い
て
記
載
さ
れ

て
い
た
。

　

被
告
は
、
一
九
八
八
年
一
二
月
二
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
。
被
告
は
、
労
働
関
係
の
終
了
の
と
き
に
、
原
告

の
側
か
ら
、
被
告
が
ど
ん
な
場
合
で
も
本
件
住
居
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
確
約
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
申
し
立
て
た
。
被
告
に
お
い
て
は
、

二
人
の
成
人
と
四
人
の
子
供
ら
を
も
っ
た
外
国
人
家
族
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
用
心
の
た
め
の
住
居
の
探
索
、
お
よ
び
、
住
宅
局
に
お
け
る
申

込
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
代
替
住
居
を
獲
得
す
る
こ
と
は
被
告
に
う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

原
告
は
、
被
告
が
何
の
問
題
も
な
く
本
件
住
居
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
被
告
に
確
約
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
申
し
立
て
た
。
被
告

に
は
、
被
告
が
一
時
的
に
だ
け
本
件
住
居
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
国
有
鉄
道
と
し
て
は
、

現
役
の
職
員
の
た
め
の
差
し
迫
っ
た
必
要
が
存
在
し
た
。
そ
の
間
に
、
七
〇
〇
件
を
越
え
る
申
込
み
が
存
在
し
、
一
部
は
、
全
く
特
別
な
必
要
を
と

も
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
必
要
は
、
他
の
方
法
で
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
特
に
、
ト
ル
コ
国
民
の
Ｓ
と
Ｍ
の
た
め
に
、
対
応
す
る
必

要
が
存
在
し
た
。
特
に
差
し
迫
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
ド
イ
ツ
連
邦
国
有
鉄
道
の
必
要
に
も
と
づ
い
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
お
よ
び
三
ヶ

月
を
越
え
る
明
渡
期
間
を
認
め
る
こ
と
に
も
反
対
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

被
告
は
、
本
件
解
約
告
知
の
書
面
に
お
い
て
挙
げ
ら
れ
た
人
々
の
必
要
を
否
認
し
た
。
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
さ
ら
に
引
き
続
い
て
継
続
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
被
告
と
そ
の
家
族
は
、
成
果
な
く
、
ほ
か
の
代
替
住
居
を
得
よ
う
と
努
力
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
ま
り
多
く
な
い
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所
得
と
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
に
お
け
る
破
滅
的
な
住
居
市
場
の
状
況
に
お
い
て
、
極
度
に
困
難
で
あ
っ
た
。
被
告
は
、
新
聞
に
住
居
探
し
の
広
告

を
出
す
こ
と
を
も
断
念
し
た
。
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
市
の
住
宅
局
は
、
社
会
的
住
居
の
た
め
の
居
住
資
格
証
明
書
を
発
行
し
た
。
仲
介
業
者
を
通

し
て
も
、
電
話
に
よ
っ
て
、
代
替
住
居
を
獲
得
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
一
三
〇
〇
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
か
ら
の
暖
房
費
抜
き
の
賃
料
の
目

的
物
だ
け
が
提
供
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
価
格
の
代
替
住
居
は
、
調
達
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

区
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
原
告
の
本
件
明
渡
し
の
訴
え
を
認
容
し
た
。
す
な
わ
ち
、
原
告
は
、
本
件
解
約
告
知
の
書
面

に
お
い
て
、
住
居
に
つ
い
て
の
必
要
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
具
体
的
な
人
々
を
挙
げ
た
。
最
終
口
頭
弁
論
の
時
点
に
お
い
て
、
原
告
に
お
い
て
、
ド

イ
ツ
連
邦
国
有
鉄
道
の
職
員
の
た
め
に
必
要
が
存
在
す
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
場
合
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。
大
き
な
企
業
体
に
お
い
て
、
多
数

の
志
望
者
が
住
居
を
探
し
て
い
る
人
と
し
て
届
け
出
ら
れ
て
い
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
志
望
者
の
ど
の
人
に
最
終
的
に
本
件
住
居
が
割
り
当

て
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
は
重
要
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
［
判
決
理
由
］

　

地
方
裁
判
所
も
ま
た
、
結
論
と
し
て
、
原
告
（
賃
貸
人
）
の
本
件
明
渡
し
の
訴
え
を
認
容
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
は
じ
め
に
、「
区
裁
判
所
は
、
正
当
な
こ
と
に
、
か
つ
、
的
確
な
理
由
づ
け
を
も
っ
て
、
本
件
住

居
の
明
渡
し
に
つ
い
て
原
告
の
正
当
な
利
益
を
肯
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
被
告
に
よ
っ
て
申
し
立
て
ら
れ
た
論
拠
は
、
通
用
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る
」、
と
論
じ
た
。

　

さ
ら
に
、
地
方
裁
判
所
は
、
被
告
（
賃
借
人
）
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
も
ま
た
通
用
し
な
か
っ
た
、
と
判
断
し
た
が
、
そ

の
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。
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「
被
告
の
見
解
に
反
し
て
、
被
告
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
た
社
会
的
条
項
も
ま
た
通
用
し
な
か
っ
た
。
区
裁
判
所
は
、
す
で
に
、
的
確
に
、
こ
の
こ

と
を
も
述
べ
た
し
、
平
均
以
上
に
高
い
賃
料
の
住
居
を
賃
借
す
る
こ
と
も
被
告
に
は
可
能
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
を
強
調
し
た
。
と
い
う
の
は
、
被
告
は

4

4

4

、4・

二4

人
の
娘
ら
を
も
ち

4

4

4

4

4

4

4

、4・

こ
れ
ら
の
二
人
の
娘
ら
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

自
分
自
身
の
職
業
上
の
収
入
を
も
っ
て
お
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

彼
女
ら
が
自
宅
に
居
住
し
て
い
る
あ
い
だ
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

何4

の
問
題
も
な
く

4

4

4

4

4

4

、4・

共
同
の
住
居
の
賃
料
に
協
力
す
る
こ
と
が
で
き
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
人
の
収
入
を
考
慮
に
入
れ
る
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
部
の
見
解
に

4

4

4

4

4

4

し
た
が
っ
て

4

4

4

4

4

、4・

一
二
〇
〇
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
か
ら
一
三
〇
〇
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
ま
で
の
賃
料
価
格
ま
で
の
住
居
を
賃
借
す
る
こ
と
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
に
は
全
く
可

4

4

4

4

4

4

4

能
で
あ
っ
た

4

4

4

4

4

。
こ
の
よ
う
な
賃
料
価
格
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

諸
々
の
住
居
が

4

4

4

4

4

4

、4・

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
の
地
域
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
、
本
件
住
居
の
明
渡
し
に
つ
い
て
の
原
告
の
利
益
は
、
被
告
の
正
当
な
利
益
よ
り
も
、
相
当
に
よ
り
強
く
重
要
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
」。

　

最
後
に
、
地
方
裁
判
所
は
、
一
九
八
九
年
一
一
月
三
〇
日
を
越
え
る
明
渡
期
間
を
被
告
（
賃
借
人
）
に
認
め
る
動
機
も
ま
た
存
在
し
な
か
っ
た
、

と
判
断
し
た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
最
後
に
、
一
九
八
九
年
一
一
月
三
〇
日
を
越
え
る
明
渡
期
間
を
被
告
に
認
め
る
動
機
も
ま
た
存
在
し
な
か
っ
た
。
被
告
に
は

4

4

4

4

、4・

今
や
す
で
に

4

4

4

4

4

、4・

一
年
と
八
ヶ
月
を
越
え
て
以
来

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
に
よ
っ
て
居
住
さ
れ
た
本
件
住
居
が
原
告
に
よ
っ
て
事
業
の
構
成
員
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
が
周

4
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4

4

4

4

4
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4

4

4

4

4
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4
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4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

知
で
あ
っ
た

4

4

4

4

4

。
被
告
は

4

4

4

、4・

こ
の
期
間
の
間
に

4

4

4

4

4

4

4

、4・

明
ら
か
に

4

4

4

4

、4・

た
だ
ほ
と
ん
ど
集
中
的
で
は
な
い
だ
け

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

限
定
さ
れ
た
領
域
に
お
い
て
だ
け

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
し

4

4

て4

、4・

そ
の
他
の
点
で
は
比
較
で
き
る
ほ
ど
安
い
住
居
だ
け
を
得
よ
う
と
努
め
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
の
よ
う
な
は
じ
め
か
ら
限
定
さ
れ
た
住
居
の
探
索
に
お
い
て
、

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

被
告
は

4

4

4

、4・

将
来
に
お
い
て
も

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
に
好
都
合
な
住
居
を
見
出
さ
な
い
だ
ろ
う

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
の
結
果

4

4

4

4

、4・

明
渡
期
間
を
認
め
る
た
め
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

必
要
は
存
在
し
な
か
っ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

た4

。
明
渡
期
間
を
認
め
る
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

こ
の
期
間
の
間
に

4

4

4

4

4

4

4

、4・

実
際
に

4

4

4

、4・

集
中
的
に

4

4

4

4

、4・

か
つ

4

4

、4・

存
在
す
る
諸
々
の
可
能
性
を
用
い
て
代
替
住
居
が
探
さ
れ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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る
こ
と
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
こ
と
も
で
き
る
場
合
に
だ
け
有
意
義
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」。

　

第
一
一
に
、
ケ
ル
ン
区
裁
判
所
一
九
八
九
年
一
〇
月
三
〇
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

148
】
ケ
ル
ン
区
裁
判
所
一
九
八
九
年
一
〇
月
三
〇
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
判
例
集
か
ら
読
み
取
れ
る
事
案
の
概
要
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

原
告
（
賃
貸
人
）
は
、
そ
の
息
子
の
た
め
に
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
被
告
（
賃
借
人
）
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
。
被
告
は
、
こ
れ
ま
で
相
当
な
代
替
住
居

を
見
出
さ
な
か
っ
た
し
、
外
国
人
で
あ
る
被
告
に
と
っ
て
代
替
住
居
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
、
と
申
し
立
て
た
の
で
あ
る
。

　
［
判
決
理
由
］

　

区
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、
原
告
（
賃
貸
人
）
の
本
件
明
渡
し
の
訴
え
を
認
容
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
区
裁
判
所
は
、
は
じ
め
に
、「
原
告
は
、
被
告
に
よ
っ
て
賃
借
さ
れ
た
本
件
住
居
に
つ
い
て
、
原
告
の
息
子
の
た
め
に
、

自
己
必
要
を
主
張
し
た
。
証
人
（
原
告
の
息
子
）
は
、
そ
の
尋
問
の
と
き
に
も
、
信
ず
べ
く
、
証
人
が
本
件
住
居
に
入
居
す
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
場
合
、
証
人
の
通
学
路
が
本
質
的
に
短
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
原
告
の
た
め
に
、
本
件
使
用

賃
貸
借
関
係
の
終
了
に
つ
い
て
正
当
な
利
益
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
」、
と
論
じ
た
。

（
792
）

（
793
）

（
794
）
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さ
ら
に
、
区
裁
判
所
は
、
被
告
（
賃
借
人
）
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
を
否
定
し
た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
原
告
の
こ
の
よ
う
な
請
求
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
意
味
に
お
け
る
被
告
に
と
っ
て
の
要
求
で
き
な
い
苛
酷
さ
に
行
き
着
い
た
こ
と
を
、
被
告
は
、

十
分
に
説
明
し
な
か
っ
た
。
確
か
に

4

4

4

、4・

被
告
は

4

4

4

、4・

こ
れ
ま
で
相
当
な
代
替
住
居
を
見
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
申
し
立
て
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
し
か
し

4

4

4

、4・

被
告
は

4

4

4

、4・

代4

替
住
居
に
つ
い
て
の
被
告
の
努
力
を
十
分
に
説
明
し
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
住
居
市
場
に
お
け
る
周
知
の
よ
う
に
困
難
な
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
は

4

4

4

・
・
・
・

代
替
住
居
を
見
出
す
被
告
の
試
み
を
詳
細
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
も
っ
ぱ
ら

4

4

4

4

、4・

住
居
を
見
出
す
こ
と
が
外
国
人
に
と
っ
て
困
難
で
あ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

十
分
で
は
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

。
特
に

4

4

、4・

被
告
は

4

4

4

、4・

単
身
者
と
し
て

4

4

4

4

4

4

、4・

た
と
え
ば
家
族
よ
り
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

と
も
か
く

4

4

4

4

、4・

な
お
よ
り
よ
い

4

4

4

4

4

4

出
発
の
機
会
を
も
つ

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」。

　

第
一
二
に
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
地
方
裁
判
所
一
九
八
九
年
一
二
月
一
二
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

149
】
ハ
ン
ブ
ル
ク
地
方
裁
判
所
一
九
八
九
年
一
二
月
一
二
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
判
例
集
か
ら
読
み
取
れ
る
事
案
の
概
要
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

原
告
（
賃
貸
人
）
ら
は
、
一
九
八
七
年
七
月
二
三
日
に
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
一
九
八
八
年
七
月
三
一
日
付
で
、
被
告
（
賃
借
人
）

と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
原
告
ら
は
、
職
業
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
理
由
に
も
と
づ
い
て
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
か
ら
ハ
ン
ブ
ル
ク
へ

転
居
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
彼
ら
の
「
自
己
必
要
」
の
根
拠
と
し
た
。

（
795
）

（
796
）

住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
（
十
二
）
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こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
代
替
住
居
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
た
ほ
か
、
そ
の
他
の

利
益
の
侵
害
の
観
点
か
ら
も
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　

地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
の
は
、
被
告
で
あ
っ
た
。

　
［
判
決
理
由
］

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
被
告
の
許
容
し
う
る
本
件
控
訴
は
、
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
当
部
は
、
区
裁
判
所
と
と
も
に
・
・
・
・

本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
一
九
八
七
年
七
月
二
三
日
の
原
告
ら
の
本
件
解
約
告
知
に
よ
っ
て
、
一
九
八
八
年
七
月
三
一
日
付
で
、
解
消
さ
れ
て
い

た
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
対
し
て
、
被
告
の
継
続
の
請
求
と
し
て
、
断
固
と
し
た
処
置
を
取
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
出
発
し
た
。
も
っ
と
も
、
被

告
に
は
、
そ
の
事
情
に
し
た
が
っ
て
相
当
な
明
渡
期
間
（
一
九
九
〇
年
一
月
三
一
日
ま
で
の
明
渡
期
間
）
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
は
じ
め
に
、
原
告
（
賃
貸
人
）
ら
の
「
自
己
必
要
」
に
は
、
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
筋
の
通
っ

た
理
由
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

　
「
原
告
ら
は
、
職
業
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
理
由
に
も
と
づ
い
て
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
か
ら
ハ
ン
ブ
ル
ク
へ
転
居
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
彼

ら
の
自
己
必
要
の
根
拠
と
し
た
。
と
い
う
の
は
、
原
告
・
一
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
お
け
る
彼
の
職
場
を
失
い
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
、
適
当
な
職

場
を
見
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
に
し
た
が
っ
た
自
己
必
要
の
要
件
を
満
た
す
と
こ
ろ
の
、
あ
と
づ
け

る
こ
と
が
で
き
、
筋
の
通
っ
た
理
由
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
」。

　

さ
ら
に
、
地
方
裁
判
所
は
、
代
替
住
居
の
調
達
の
観
点
か
ら
の
被
告
（
賃
借
人
）
の
異
議
を
退
け
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
を
否
定
し

（
797
）

（
798
）
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た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
確
か
に
、
一
九
八
八
年
五
月
一
九
日
付
の
被
告
の
本
件
解
約
告
知
に
対
す
る
異
議
は
、
適
時
に
立
て
ら
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ

五
五
六
ａ
条
二
項
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
延
長
に
行
き
着
か
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
当
事
者
の
対
立
す
る
利
益
の
比
較
衡

量
が
、
こ
の
こ
と
を
正
当
化
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
被
告
は

4

4

4

、4・

比
較
で
き
る
代
替
住
居
を
本
質
的
に
よ
り
高
い
賃
料
で
の
み
賃
借
す
る
こ
と
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
き
る
こ
と
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
確
か
に
、
代
替
住
居
が
欠
け
て
い
る
こ
と
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
一
項
の
意
味
に
お
け
る
苛

酷
さ
で
あ
り
う
る
。
特
に
、
賃
借
人
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
民
事
訴
訟
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
単
な
る
明
渡
期
間
の
可
能
性
を
指
示

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
被
告
は

4

4

4

、4・

ほ
と
ん
ど
一
四
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
広
さ
の
四
つ
と
半
分
の
部
屋
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
住
居

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

よ
り
狭
く

4

4

4

4

、4・

そ
の
た
め
に
比
較
的
賃
料
も
安
く
品
質
も
よ
い
住
居
に
乗
り
換
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

な
る
ほ

4

4

4

ど
と
思
わ
せ
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
す
な
わ
ち
、
代
替
住
居
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
す
と
こ
ろ
の
賃
借
人
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

将
来
の
居
住
関
係
の
あ
る
程
度

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
悪
化
を
も
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
正
当
と
認
め
ら
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
少
な
く
と
も
、
賃
借
人
の
社
会
的
な
地
位
が
、
こ
こ
か
ら
打
撃
を
与

え
ら
れ
な
い
限
り
は
、
そ
う
で
あ
る
」。

　

な
お
、
そ
の
他
の
利
益
の
侵
害
の
観
点
か
ら
の
被
告
（
賃
借
人
）
の
異
議
に
つ
い
て
は
、
Ⅱ
の
二
の
２
の
⑷
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
。

　

第
一
三
に
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
地
方
裁
判
所
一
九
八
九
年
一
二
月
二
一
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

150
】
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
地
方
裁
判
所
一
九
八
九
年
一
二
月
二
一
日
判
決

（
799
）

（
800
）

住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
（
十
二
）

158159



　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
判
例
集
か
ら
読
み
取
れ
る
事
案
の
概
要
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

原
告
（
賃
貸
人
）
ら
は
、
こ
れ
ま
で
、
お
よ
そ
七
二
平
方
メ
ー
ト
ル
の
広
さ
だ
け
の
住
居
に
居
住
し
て
い
た
が
、
最
初
の
子
供
の
出
生
、
お
よ
び
、

な
お
こ
れ
以
上
の
家
族
計
画
に
し
た
が
っ
て
、
一
五
四
平
方
メ
ー
ト
ル
の
広
さ
の
六
つ
の
部
屋
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
本
件
住
居
を
取
得
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
被
告
（
賃
借
人
）
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
に
入
っ
た
。

　

原
告
ら
は
、
一
九
八
九
年
三
月
三
一
日
に
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
被
告
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
被
告
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
。
被
告
は
、
ひ
と
り
暮
ら
し
の
人
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
件
住
居
の
部
屋
を
住
居
共
同
体
の
目
的
の
た
め
に
転
貸
借
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
［
判
決
理
由
］

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
被
告
の
異
議
と
継
続
の
請
求
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」、
と
判
断
し

た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
原
告
（
賃
貸
人
）
ら
の
利
益
と
被
告
（
賃
借
人
）
の
利
益
と
の
あ
い
だ
の
比
較
衡
量
に
お
い
て
、

賃
貸
人
ら
の
利
益
に
優
位
を
認
め
た
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
一
項
お
よ
び
二
項
は
、
住
居
使
用
賃
貸
借
関
係
の
解
約
告
知
に
対
す
る
異
議
権
、
お
よ
び
、
そ
の
使
用
賃
貸
借
関
係
の
契

約
に
し
た
が
っ
た
終
了
が
、
賃
借
人
ま
た
は
そ
の
家
族
に
と
っ
て
、
賃
貸
人
の
正
当
な
利
益
を
評
価
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ

ろ
の
苛
酷
さ
を
意
味
し
た
場
合
、
そ
の
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
請
求
す
る
権
利
を
賃
借
人
に
認
め
る
。
そ
の
際
、
相
当
な
住
居
が
要
求
で
き
る

（
801
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条
件
で
調
達
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
も
ま
た
、
ひ
と
つ
の
苛
酷
さ
を
意
味
す
る
。
個
々
の
事
案
に
お
い
て
、
賃
借
人
の
側
に
存
在
す
る
苛
酷

さ
に
つ
い
て
の
理
由
は
、
賃
貸
人
の
正
当
な
利
益
に
対
し
て
比
較
衡
量
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
こ
と
に
行
き
着
い
た
。

　

・
・
・
・
・
・
・
・

　

・
・
・
・
本
件
に
お
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
、
被
告
に
お
い
て
理
由
づ
け
ら
れ
た
苛
酷
さ
が
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
、
被
告
が
相
当
な
代
替
住

居
を
要
求
で
き
る
条
件
で
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
重
要
で
あ
る
・
・
・
・
相
当
な
代
替
住
居
が
要
求
で
き
る
条
件
で

獲
得
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
お
い
て
、
さ
ら
に
、
次
の
点
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

被
告
は

4

4

4

、4・

も
う
一
度

4

4

4

4

、4・

四
つ
の
部
屋
な
い
し
五
つ
の
部
屋
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
住
居
を
請
求
し
て
も
よ
か
っ
た
の
か

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

︱
被
告
は
議
論
の
余
地
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

な
く
成
果
な
く
こ
の
よ
う
な
住
居
を
得
よ
う
と
努
め
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

︱
、
あ
る
い
は

4

4

4

4

、4・

住
居
を
探
す
と
き
よ
り
狭
い
住
居
に
集
中
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

か4

と
い
う
点
で
あ
る
。
被
告
は
ひ
と
り
暮
ら
し
の
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

原
則
と
し
て

4

4

4

4

4

、4・

よ
り
狭
い
住
居
で

4

4

4

4

4

4

4

満
足
す
る
こ
と
が
被
告
に
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
裁
判
所
に
周
知
で
あ
る
と
こ
ろ
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
住
居
市
場
に
お
け
る
困
難
な

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

諸
関
係
を
考
慮
に
入
れ
て
さ
え
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
よ
う
な
住
居
が
一
九
八
九
年
九
月
三
〇
日
ま
で
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

特
に

4

4

、4・

過4

去
を
振
り
返
っ
て
み
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
が
そ
の
よ
う
な
住
居
を
区
裁
判
所
の
判
決
の
あ
と
ほ
ん
の
数
日
で
見
出
し
た
と
い
う
事
実
に
お
い
て
示
さ
れ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で

あ
る
。・
・
・
・

　

こ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
お
の
お
の
の
転
居
お
よ
び
生
活
の
中
心
点
と
し
て
の
住
居
の
喪
失
に
お
い
て
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
被
告
に
と
っ
て
の
苛
酷

さ
が
原
告
ら
の
正
当
な
利
益
に
対
し
て
比
較
衡
量
さ
れ
る
場
合
、
原
告
ら
に
と
っ
て
有
利
な
結
果
に
な
る
よ
う
に
、
明
確
な
優
位
が
判
明
す
る
。
原4

告
ら
は

4

4

4

、4・

通
り
抜
け
の
部
屋
を
含
め
て
お
よ
そ
七
二
平
方
メ
ー
ト
ル
の
広
さ
だ
け
の
住
居
に
居
住
し
て
い
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
こ
の
住
居
が

4

4

4

4

4

、4・

最
初
の
子
供
の
出

4

4

4

4

4

4

4
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生4

、4・

お
よ
び

4

4

4

、4・

な
お
こ
れ
以
上
の
家
族
計
画
に
し
た
が
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

原
告
ら
の
必
要
と
計
画
の
た
め
に
あ
ま
り
に
狭
い
こ
と
は
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
で
き

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

た4

。
原
告
ら
は

4

4

4

4

、4・

そ
こ
に
居
住
し

4

4

4

4

4

4

、4・

必
要
に
適
合
し
た
家
族
の
居
住
を
保
障
す
る
た
め
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

一
五
四
平
方
メ
ー
ト
ル
の
広
さ
の
六
つ
の
部
屋
か
ら
構

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

成
さ
れ
て
い
た
本
件
住
居
を
取
得
し
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。
一
九
八
九
年
三
月
三
一
日
付
の
本
件
解
約
告
知
の
書
面
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
が
、
明
確
に
指

摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
」。

　

第
一
四
に
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
地
方
裁
判
所
一
九
九
〇
年
二
月
九
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

151
】
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
地
方
裁
判
所
一
九
九
〇
年
二
月
九
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
判
例
集
か
ら
読
み
取
れ
る
事
案
の
概
要
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

原
告
（
賃
貸
人
）
は
、
そ
の
間
に
、
八
四
歳
で
あ
り
、
病
気
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
、
そ
の
身
体
上
の
能
力
に
お
い
て
低
下
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
原

告
は
、
一
九
八
八
年
一
一
月
二
九
日
に
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
被
告
（
賃
借
人
）
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
原

告
は
、
被
告
の
本
件
住
居
を
原
告
の
本
件
建
物
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
世
話
人
の
た
め
に
請
求
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
原
告
は
、

最
終
的
に
、
こ
れ
ま
で
原
告
に
よ
っ
て
居
住
さ
れ
た
住
居
を
世
話
人
に
委
譲
す
る
た
め
に
、
原
告
自
身
が
被
告
の
本
件
住
居
に
居
住
す
る
つ
も
り
で

あ
る
、
と
主
張
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
。
被
告
は
、
九
一
一
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
の

（
802
）

（
803
）

 

西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
五
六
巻
　
　
第
一
・
二
合
併
号
（
二
〇
二
三
年
　
十
月
）

161



年
金
だ
け
を
受
け
取
り
、
リ
ュ
ー
マ
チ
の
病
気
で
あ
る
、
と
申
し
立
て
た
の
で
あ
る
。

　

地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
の
は
、
被
告
で
あ
っ
た
。

　
［
判
決
理
由
］

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
被
告
の
本
件
控
訴
は
、
許
容
し
う
る
が
、
し
か
し
、
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
（
棄
却
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
）」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
は
じ
め
に
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
す
る
原
告
（
賃
貸
人
）
の
本
件
解
約
告
知
は
正
当
化
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

　
「
被
告
は
・
・
・
・
被
告
に
よ
っ
て
居
住
さ
れ
た
本
件
住
居
を
原
告
に
返
還
す
る
よ
う
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
当
事
者
の
間
に
存
続
す
る
本

件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
一
九
八
八
年
一
一
月
二
九
日
の
本
件
解
約
告
知
に
よ
っ
て
、
有
効
に
終
了
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
本
件
解
約
告
知
は
、
Ｂ
Ｇ

Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
に
し
た
が
っ
て
、
自
己
必
要
を
理
由
と
し
て
正
当
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

高
齢
の
賃
貸
人
が
、
賃
借
人
の
本
件
住
居
を
、
賃
貸
人
の
建
物
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
の
た
め
に
請
求
し
・
・
・
・
い
く
ば
く

か
の
確
実
性
を
も
っ
て
、
賃
貸
人
が
近
い
将
来
に
そ
の
人
の
サ
ー
ビ
ス
（
世
話
や
面
倒
を
み
ら
れ
る
こ
と
）
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
考
慮
に
入
れ
ら

れ
う
る
場
合
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
に
つ
い
て
の
正
当
な
利
益
は
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
の
人
が
、

本
件
解
約
告
知
を
行
っ
た
時
点
に
お
い
て
、
な
お
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
き
に
も
、
正
当
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
原
告
は
、
そ

の
間
に
、
八
四
歳
で
あ
り
、
原
告
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
医
師
の
診
断
書
か
ら
判
明
し
た
よ
う
に
、
病
気
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
、
そ
の
身
体
上
の
能

力
に
お
い
て
低
下
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
証
人
尋
問
に
お
け
る
原
告
の
息
子
の
申
立
て
、
お
よ
び
、
証
人
の
申
立
て
に
し
た
が
っ
て
、
原
告
も
ま

（
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た
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
の
人
を
本
件
建
物
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
意
図
し
た
の
で
あ
る
。

　

・
・
・
・
・
・
・
・

　

原
告
の
本
件
解
約
告
知
の
要
求
は
、
一
九
八
八
年
一
一
月
二
九
日
の
本
件
解
約
告
知
の
書
面
に
お
け
る
叙
述
が
、
原
告
が
被
告
の
本
件
住
居
を
世

話
人
に
自
由
に
使
わ
せ
る
つ
も
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
原
告
の
息
子
の
証
言
か
ら
判
明
し
た
よ
う
に
、
原
告
は
、
こ
れ
ま

で
被
告
に
よ
っ
て
居
住
さ
れ
た
本
件
住
居
に
自
分
自
身
で
居
住
し
た
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
原
告
に
よ
っ
て
居
住
さ
れ
た
住
居
を
世
話
人
に
委
譲

す
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
の
た
め
に
も
不
成
功
に
終
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」。

　

さ
ら
に
、
地
方
裁
判
所
は
、
被
告
（
賃
借
人
）
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
請
求
す
る
こ
と
も
で

き
な
か
っ
た
、
と
判
断
し
た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
被
告
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
当
部
は
、
確
か
に
、

被
告
が
、
九
一
一
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
の
年
金
だ
け
を
受
け
取
り
、
リ
ュ
ー
マ
チ
の
病
気
で
あ
る
と
い
う
被
告
の
申
立
て
に
も
と
づ
い
て
、
そ
の
よ
う
な

継
続
を
考
慮
に
入
れ
た
。

　

・
・
・
・
被
告
が
、
住
居
市
場
に
お
け
る
現
在
の
状
況
に
お
い
て
、
代
替
住
居
を
賃
借
す
る
と
き
に
困
難
で
あ
る
こ
と
は
見
誤
ら
れ
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
も
っ
ぱ
ら

4

4

4

4

、4・

少
な
い
収
入
か
ら
だ
け

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六

4

4

4

4

4

4

ａ・
条
の
要
件
の
存
在
を
推
論
す
る
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

許
容
で
き
な
い
と
考

4

4

4

4

4

4

4

4

え
ら
れ
る

4

4

4

4

。
賃
借
人
は

4

4

4

4

、4・

少
な
く
と
も

4

4

4

4

4

、4・

賃
借
人
が

4

4

4

4

、4・

賃
借
人
の
代
替
住
居
調
達
義
務
を
履
行
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

代
替
住
居
を
求
め
る
具
体
的
な
努
力
が
成
果
な

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

く
残
っ
た
こ
と
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
必
要
な
努
力
の
範
囲
に
関
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

確
か
に

4

4

4

、4・

個
々
の
事
案
の
事
情
が
重
要
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
の
結
果

4

4

4

4

、4・

た
と
え
ば

4

4

4

4

、4・

仲
介
業
者
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
賃
借
人
の
経
済
的
な
可
能
性
に
し
た
が
っ
て
こ
の
こ
と
を
あ
え
て
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
こ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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ろ
の
賃
借
人
に
だ
け
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
代
替
住
居
調
達
義
務
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

支
配
的
な
見
解
に
し
た
が
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

有
効
な
解
約
告
知
を
受
け
取
る
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

同
時
に
始
ま
る

4

4

4

4

4

4

。
被
告
は

4

4

4

、4・

代
替
住
居
を
求
め
る
ど
ん
な
種
類
の
努
力
も
説
明
し
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

逆
に

4

4

、4・

被
告
が
同
一
の
通
り
に
お
け
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

自
由
に
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
住
居
の
指
摘
を
究
明
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
原
告
の
具
体
的
な
申
立
て
を
反
論
の
余
地
な
く
さ
せ
て
お
い
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
た
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
は
考
慮
に
値
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」。

　

最
後
に
、
地
方
裁
判
所
は
、「
同
じ
理
由
か
ら

4

4

4

4

4

4

、4・

民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
明
渡
期
間
も
ま
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

認
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

こ
の
た
め
に
も

4

4

4

4

4

4

、4・

代
替
住
居
調
達
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
要
件
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」、
と
付
言
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
一
五
に
、
ド
ル
ト
ム
ン
ト
区
裁
判
所
一
九
九
〇
年
三
月
七
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

152
】
ド
ル
ト
ム
ン
ト
区
裁
判
所
一
九
九
〇
年
三
月
七
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

原
告
（
賃
貸
人
）
は
、
本
件
住
居
の
所
有
者
で
あ
っ
た
が
、
一
九
八
七
年
五
月
一
日
か
ら
の
効
力
を
と
も
な
っ
て
、
本
件
住
居
を
被
告
（
賃
借
人
）

ら
に
賃
貸
し
た
。
そ
の
後
、
原
告
は
、
一
九
八
九
年
一
〇
月
二
六
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
被
告
ら
と
の
本
件
使

用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。

　

原
告
は
、
自
己
、
お
よ
び
、
そ
の
未
成
年
の
息
子
の
た
め
に
本
件
住
居
を
必
要
と
す
る
、
と
主
張
し
た
。
原
告
ら
は
、
そ
の
湿
気
の
た
め
に
、
原

告
ら
の
こ
れ
ま
で
の
賃
借
住
居
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
居
住
に
つ
い
て
の
そ
の
ほ
か
の
要
求
で
き
る
可
能
性
は
、
原
告
と

（
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そ
の
息
子
の
た
め
に
存
在
し
な
か
っ
た
。
本
件
住
居
は
、
そ
の
他
の
点
で
は
、
居
住
の
た
め
に
も
適
当
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
一
九
八
九
年
一
一
月
二
七
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
。
被
告
ら
は
、
本
件
住
居

の
明
渡
し
は
、
被
告
ら
に
と
っ
て
、
正
当
で
な
い
「
苛
酷
さ
」
を
意
味
し
た
、
と
申
し
立
て
た
。
原
告
は
、
本
件
住
居
を
賃
貸
し
た
と
き
に
、
早
く

と
も
、
原
告
の
未
成
年
の
息
子
が
成
年
に
な
っ
た
と
き
に
本
件
住
居
の
明
渡
し
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
被
告
ら
に
説
明
し
た
。
そ
の
こ
と
を
信
頼
し

て
、
被
告
ら
は
、
一
九
八
九
年
一
月
に
、
寸
法
に
合
わ
せ
て
製
造
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
を
、
お
よ
そ
一
万
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
で
調
達
し
た
。
そ

れ
に
加
え
て
、
被
告
ら
は
、
こ
れ
ま
で
、
相
当
な
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
代
替
住
居
を
要
求
で
き
る
条
件
で
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　
［
判
決
理
由
］

　

区
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
本
件
訴
え
は
・
・
・
・
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
た
」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
区
裁
判
所
は
、
は
じ
め
に
、「
・
・
・
・
原
告
に
よ
っ
て
意
思
表
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
一
九
八
九
年
一
〇
月
二
六
日

付
の
本
件
解
約
告
知
に
よ
っ
て
、
当
事
者
の
間
に
存
続
し
た
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
遅
く
と
も
、
一
九
九
〇
年
二
月
二
八
日
ま
で
に
終
了
さ
せ

ら
れ
て
い
た
。
一
九
八
九
年
一
〇
月
二
六
日
付
の
本
件
解
約
告
知
は
、
形
式
的
に
き
ち
ん
と
し
て
い
た
。
本
件
解
約
告
知
の
理
由
は
、
十
分
に
明
確

に
表
さ
れ
て
い
た
。

　

原
告
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
自
己
必
要
を
理
由
と
す
る
本
件
解
約
告
知
は
、
本
件
事
案
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
に
し

た
が
っ
て
も
ま
た
、
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
」、
と
論
じ
た
。

　

さ
ら
に
、
区
裁
判
所
は
、
代
替
住
居
の
調
達
の
観
点
か
ら
の
被
告
（
賃
借
人
）
ら
の
異
議
を
退
け
、
賃
借
人
ら
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
を
否
定

（
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し
た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
・
・
・
・
本
件
事
案
に
お
い
て
、
代
替
住
居
が
要
求
で
き
る
条
件
で
被
告
ら
の
自
由
に
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
に
お
い
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借

関
係
の
継
続
が
命
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
審
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
も
ま
た
、
否

定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
確
か
に

4

4

4

、4・

目
下
の
と
こ
ろ
住
居
市
場
に
お
い
て
相
当
な
隘
路
が
存
在
す
る
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
ら
に
認
め
ら
れ
な
け

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

。
さ
ら
に

4

4

4

、4・

被
告
ら
が
代
替
住
居
を
調
達
す
る
た
め
に
相
当
な
努
力
を
費
や
し
た
こ
と
も
ま
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

全
く
見
誤
ら
れ
て
は
な
ら
な
か
っ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

た4

。
し
か
し

4

4

4

、4・

他
方
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

、4・

こ
の
よ
う
な
努
力
は

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

な
お

4

4

、4・

全
く
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
確
か
に

4

4

4

、4・

被
告
ら
が

4

4

4

4

新
聞
に
お
け
る
申
出
を
調
査
し
た
こ
と
は
正
し
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
他
方
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

、4・

本
件
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

、4・

確
か
に

4

4

4

、4・

な
ぜ

4

4

・
・
・
・
ド
ル
ト
ム
ン
ト
に
定
住
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

て
い
る
よ
り
大
き
な
住
宅
会
社
の
ど
れ
に
も
依
頼
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
さ
ら
に

4

4

4

、4・

本
件
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

、4・

確
か
に

4

4

4

、4・

お
そ
ら
く

4

4

4

4

、4・

仲
介
業
者
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
も
ま
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
然
で
あ
っ
た

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。

　

す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
事
情
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
こ
と
が
ら
の
状
況
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
命
じ
る
こ
と
は
正
当
化

さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
件
事
案
に
お
い
て
、
相
当
な
明
渡
期
間
の
承
認
を
通
し
て
、
全
く
、
被
告
ら
の
利
益
に
貢
献
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
」。

　

な
お
、
経
済
的
な
支
出
の
観
点
か
ら
の
被
告
（
賃
借
人
）
ら
の
異
議
に
つ
い
て
は
、
Ⅱ
の
二
の
２
の
⑶
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
。

　

第
一
六
に
、
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
一
九
九
〇
年
三
月
二
二
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。
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【

153
】
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
一
九
九
〇
年
三
月
二
二
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
判
例
集
か
ら
読
み
取
れ
る
事
案
の
概
要
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

原
告
（
賃
貸
人
）
は
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
被
告
（
賃
借
人
）
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
原
告
は
、
彼
の
伴

侶
と
そ
の
娘
と
と
も
に
家
族
を
構
え
る
た
め
に
本
件
住
居
を
必
要
と
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
。
被
告
は
、
養
成
専
門
教
育
の
状
態
に

あ
る
彼
女
の
息
子
と
一
緒
に
本
件
住
居
に
居
住
し
て
い
た
が
、
ベ
ル
リ
ン
の
住
居
の
困
窮
の
描
写
に
つ
い
て
の
デ
ァ
・
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
の
報
告
を
引

き
合
い
に
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
［
判
決
理
由
］

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
原
告
に
は
、
被
告
に
対
し
て
・
・
・
・
明
渡
請
求
権
が
当
然
帰
属
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
は
じ
め
に
、「
・
・
・
・
原
告
が
被
告
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
た
本
件
住
居
に
関
し
て
自
己
必
要
を

引
き
合
い
に
出
し
た
と
こ
ろ
の
一
九
八
八
年
一
一
月
一
七
日
の
本
件
解
約
告
知
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
に
し
た
が
っ
て
有
効
で
あ
る
・
・
・
・

　

・
・
・
・
・
・
・
・

　

主
張
さ
れ
た
自
己
必
要
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
の
意
味
に
お
い
て
、
原
告
に
お
い
て
存
在
し
た
。・
・
・
・
原
告
の
伴
侶
と
そ
の
娘

と
と
も
に
家
族
を
構
え
る
と
い
う
原
告
の
意
図
は
・
・
・
・
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
の
意
味
に
お
い
て
、
筋
の
通
り
、
あ
と
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
理
由
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
」、
と
論
じ
た
。

（
812
）

（
813
）

（
814
）
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さ
ら
に
、
地
方
裁
判
所
は
、
被
告
（
賃
借
人
）
が
「
苛
酷
さ
」
の
存
在
を
引
き
合
い
に
出
し
た
こ
と
は
適
切
で
な
か
っ
た
、
と
判
断
し
た
が
、
そ

の
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
被
告
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
意
味
に
お
け
る
社
会
的
な
苛
酷
さ
の
存
在
を
引
き
合
い
に
出
し
た
限
り
で
言
え
ば
、
こ
の
こ
と
は
適
切
で
な
か
っ

た
。
確
か
に
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、4・

原
則
と
し
て
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苛
酷
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つ
い
て
の
理
由
は
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、4・

無
制
限
に
賃
借
人
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諸
関
係
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
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な
け
れ
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な
ら
な
い
わ
け
で
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は
な
く
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む
し
ろ
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、4・

一
般
的
な
住
居
市
場
の
状
況
か
ら
も
判
明
し
う
る
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。
し
か
し
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こ
れ
に
つ
い
て
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、4・

相
当
な
代
替
住
居
が
要
求
で
き
る
条
件
で
調

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

達
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
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。
し
か
し
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こ
の
た
め
に
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、4・

個
々
の
要
件
と
し
て
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賃
借
人
が
要
求
で
き
る
や
り
方
に
お
い
て
代

4
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4

4

4
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4

替
住
居
を
得
よ
う
と
努
力
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
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4
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4

4

4

4

4
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。
被
告
自
身
は
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、4・

被
告
が
具
体
的
に
代
替
住
居
の
調
達
を
得
よ
う
と
努
力
し
た
こ
と
を
主
張
し
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4

な
か
っ
た
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。
ベ
ル
リ
ン
の
住
居
の
困
窮
の
描
写
に
つ
い
て
の
デ
ァ
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・4・

シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
の
報
告
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
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そ
の
よ
う
な
具
体
的
な
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努
力
の
代
用
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
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。
も
っ
ぱ
ら
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、4・

被
告
が
養
成
専
門
教
育
の
状
態
に
あ
る
彼
女
の
息
子
と
一
緒
に
本
件
住
居
に
居
住
し
て
い
た
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と
い
う
事
情
だ
け
で
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4

、4・

転
居
が
常
に
必
然
的
に
と
も
な
う
と
こ
ろ
の
通
例
の
事
情
お
よ
び
煩
わ
し
さ
を
越
え
て
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被
告
に
お
い
て
特
別
な
苛
酷
さ
に
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つ
い
て
の
理
由
が
存
在
す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
行
き
着
か
せ
な
か
っ
た
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4

の
で
あ
る
」。

　

第
一
七
に
、
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
一
九
九
〇
年
三
月
二
六
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

154
】
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
一
九
九
〇
年
三
月
二
六
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

（
815
）

（
816
）

住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
（
十
二
）

168169



　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
判
例
集
か
ら
読
み
取
れ
る
事
案
の
概
要
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

原
告
（
賃
貸
人
）
ら
は
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
被
告
（
賃
借
人
）
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
原
告
・
一
は
、

本
件
住
居
に
お
い
て
、
彼
女
の
夫
と
家
族
を
構
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
相
当
な
代
替
住
居
の
調
達
が
可
能
で
な
い
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
。
被

告
ら
は
、
建
築
・
住
居
制
度
の
た
め
の
ベ
ル
リ
ン
の
政
府
大
臣
の
情
報
、
お
よ
び
、
ベ
ル
リ
ン
の
住
居
市
場
に
つ
い
て
の
一
般
に
不
適
切
な
状
況
を

引
き
合
い
に
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
［
判
決
理
由
］

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、
原
告
（
賃
貸
人
）
ら
の
本
件
明
渡
し
の
訴
え
を
認
容
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
は
じ
め
に
、「
自
己
必
要
」
に
関
す
る
原
告
（
賃
貸
人
）
ら
の
申
立
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
六
四
ｂ

条
二
項
二
号
の
意
味
に
お
け
る
、
筋
の
通
り
、
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
理
由
を
意
味
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

　
「
原
告
ら
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
の
意
味
に
お
け
る
原
告
・
一
の
自
己
必
要
は
、
区
裁
判
所
の
判
決
の

的
確
な
理
由
か
ら
存
在
し
た
。
原
告
・
一
が
彼
女
の
夫
と
家
族
を
構
え
る
こ
と
を
意
図
し
、
そ
れ
は
共
通
の
子
供
が
計
画
さ
れ
て
い
る
と
い
う
趣
旨

に
理
解
さ
れ
う
る
が
、
こ
れ
に
関
す
る
原
告
ら
の
申
立
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
の
意
味
に
お
け
る
、
筋
の
通
り
、
あ
と
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
理
由
を
意
味
し
た
。
被
告
ら
は
、
こ
の
こ
と
に
立
証
的
に
対
抗
し
な
か
っ
た
。
被
告
ら
が
本
件
住
居
は
単
に
本
質
的
で
な
く
原
告
・
一
に

よ
っ
て
居
住
さ
れ
た
住
居
よ
り
も
よ
り
広
い
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
た
限
り
で
言
え
ば
、
自
己
必
要
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
賃
貸
人
自
身
が
不
十

分
に
居
住
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
必
要
で
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」。

（
817
）
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さ
ら
に
、
地
方
裁
判
所
は
、「
被
告
ら
が
引
き
合
い
に
出
し
た
と
こ
ろ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
意
味
に
お
け
る
社
会
的
な
苛
酷
さ
は
存
在
し
な
か
っ

た
」、
と
判
断
し
た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
被
告
ら
が
相
当
な
代
替
住
居
の
調
達
は
被
告
ら
に
と
っ
て
可
能
で
な
い
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
た
限
り
で
言
え
ば
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こ
れ
に
関
す
る
立
証
さ
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4

れ
た
と
こ
ろ
の
調
達
の
た
め
の
具
体
的
な
努
力
に
つ
い
て
の
申
立
て
が
欠
け
て
い
た
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。
こ
の
よ
う
な
不
成
功
に
終
わ
っ
た
努
力
に
関
し
て
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借
人
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説
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証
明
の
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務
が
あ
る
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被
告
ら
が
こ
の
た
め
の
証
明
に
つ
い
て
建
築
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住
居
制
度
の
た
め
の
ベ
ル
リ
ン
の
政
府
大
臣
の
情
報
を
引
き
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合
い
に
出
し
た
限
り
で
言
え
ば
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こ
の
よ
う
な
情
報
は
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、4・

具
体
的
な
努
力
に
関
す
る
主
張
の
代
用
を
す
る
の
に
適
当
で
な
か
っ
た
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。
こ
れ
に
つ
い
て
、

引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
ベ
ル
リ
ン
の
住
居
市
場
に
お
け
る
一
般
に
不
適
切
な
住
居
に
つ
い
て
の
状
況
も
ま
た
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何
も
変
え
る
こ
と
は
で
き
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な
か
っ
た
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確
か
に
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て
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Ｇ
Ｂ
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意
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苛
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に
つ
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の
理
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は
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賃
借
人
の
諸
関
係
に
よ
っ
て
だ
け
形
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成
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
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し
か
し
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要
求
で
き
る
条
件
の
相
当
な
代
替
住
居
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
さ
え
も
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賃
借
人
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要
求
で
き
る
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や
り
方
に
お
い
て
代
替
住
居
を
得
よ
う
と
努
力
し
た
こ
と
が
さ
ら
に
つ
け
加
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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被
告
ら
は

4

4

4

4

・
・
・
・
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
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十
分
に
委
曲
を
尽
く
し
て
果
た
さ
な
か
っ
た
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の
で
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る
。
被
告
ら
は

4

4

4

4

、4・

ベ
ル
リ
ン
の
住
居
市
場
に
つ
い
て
の
一
般
に
不
適
切
な
状
況
を
一
括
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

て
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」。

　

第
一
八
に
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
地
方
裁
判
所
一
九
九
〇
年
四
月
二
六
日
決
定
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

155
】
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
地
方
裁
判
所
一
九
九
〇
年
四
月
二
六
日
決
定

（
818
）

（
819
）

（
820
）
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［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
判
例
集
か
ら
読
み
取
れ
る
事
案
の
概
要
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

原
告
（
賃
貸
人
）
は
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
被
告
（
賃
借
人
）
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
原
告
は
、
彼
女

の
高
齢
、
お
よ
び
、
彼
女
の
健
全
で
な
い
、
そ
し
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
契
約
の
締
結
後
に
悪
化
し
た
健
康
状
態
に
も
と
づ
い
て
、
本
件
建
物
に
お

い
て
、
世
話
の
任
務
を
も
引
き
受
け
る
と
こ
ろ
の
賃
借
人
夫
婦
の
受
入
れ
に
差
し
迫
っ
て
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
。
被
告
ら
は
、「
住
居
市
場
に
お
け

る
一
般
に
周
知
の
状
況
」、
な
ら
び
に
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
に
お
い
て
「
数
年
前
か
ら
実
際
に
空
虚
に
走
り
過
ぎ
た
住
居
市
場
」
に
つ
い
て
述
べ

た
の
で
あ
る
。

　

地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
の
は
、
被
告
ら
で
あ
っ
た
。

　
［
決
定
理
由
］

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
被
告
ら
の
本
件
控
訴
は
・
・
・
・
十
分
な
成
果
の
見
込
み
が
な
か
っ
た
」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
決
定
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
一
方
に
お
い
て
、
原
告
（
賃
貸
人
）
の
「
自
己
必
要
」
を
肯
定
し
た
と
こ
ろ
の
区
裁
判
所
の
判
決

に
し
た
が
う
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

　
「
事
実
に
も
と
づ
い
た
観
点
に
お
い
て
、
区
裁
判
所
は
、
原
告
の
自
己
必
要
を
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
に
し
た
が
っ
て
・
・
・
・
的
確

な
判
決
の
理
由
づ
け
を
も
っ
て
肯
定
し
た
。
被
告
ら
は
、
本
件
控
訴
を
も
っ
て
、
こ
の
こ
と
に
何
ひ
と
つ
重
大
な
こ
と
を
対
置
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

（
821
）

 

西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
五
六
巻
　
　
第
一
・
二
合
併
号
（
二
〇
二
三
年
　
十
月
）

171



　

原
告
は
、
彼
女
の
高
齢
、
お
よ
び
、
彼
女
の
健
全
で
な
い
、
そ
し
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
契
約
の
締
結
後
に
悪
化
し
た
健
康
状
態
に
も
と
づ
い
て
、

本
件
建
物
に
お
い
て
、
世
話
の
任
務
を
も
引
き
受
け
る
と
こ
ろ
の
賃
借
人
夫
婦
の
受
入
れ
に
差
し
迫
っ
て
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
関
連
に

お
い
て
、
区
裁
判
所
に
よ
っ
て
尋
問
さ
れ
た
医
師
の
証
言
は
、
明
確
で
説
得
力
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」。

　

さ
ら
に
、
地
方
裁
判
所
は
、
他
方
に
お
い
て
、
被
告
（
賃
借
人
）
ら
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
、
と

判
断
し
た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
・
・
・
・
被
告
ら
は
、
被
告
ら
が
子
供
ら
を
も
た
な
い
共
稼
ぎ
の
夫
婦
で
あ
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告

4

4

（4・

夫・
）4・

は
建
築
家
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
原
告
の
主
張
を
具
体

的
に
否
認
し
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら

4

4

4

4

4

4

、4・

代
替
住
居
の
探
索
に
お
け
る
被
告
ら
の
経
済
的
な
障
害
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

明
ら
か
で
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
の
こ
と
を
超
え

4

4

4

4

4

4

4

て4

、4・

被
告
ら
は

4

4

4

4

、4・

こ
れ
ま
で
総
じ
て
具
体
的
に
代
替
住
居
を
得
よ
う
と
努
力
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

ど
の
よ
う
な
や
り
方
に
お
い
て
代
替
住

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

居
を
得
よ
う
と
努
力
し
た
の
か
と
い
う
点

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

お
よ
び

4

4

4

、4・

そ
の
よ
う
な
努
力
が
成
果
の
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
を
申
し
立
て
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
被
告
ら

4

4

4

は4

・
・
・
・
そ
の
間
に

4

4

4

4

、4・

十
分
に

4

4

4

、4・

用
心
の
た
め
に
代
替
住
居
を
得
よ
う
と
努
力
す
る
機
会
を
有
し
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。『
住
居
市
場
に
お
け
る
一
般
に
周
知
の
状
況

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

』、

な
ら
び
に

4

4

4

4

、4・

デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

『
数
年
前
か
ら
実
際
に
空
虚
に
走
り
過
ぎ
た
住
居
市
場

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

』
に
つ
い
て
の
被
告
ら
の
一
括
し
た
叙
述
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

全
く
不
十
分
で
あ
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。

　

・
・
・
・
・
・
・
・

　

被
告
ら
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
い
わ
ゆ
る
苛
酷
条
項
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
一
般
的
な
住
居
市
場
の
状
況
に
つ
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
一
括
し
た
申
立
て
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

こ
の
関
連
に
お
い
て
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

顧
慮
さ
れ
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

。
本
件
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
被
告
ら
が

4

4

4

4

、4・

代
替
住
居
に

4

4

4

4

4

つ
い
て
の
具
体
的
で
成
果
の
な
い
努
力
を
総
じ
て
説
明
し
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

重
要
で
あ
っ
た

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」。 （

822
）

（
823
）

住
居
の
賃
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終
了
を
め
ぐ
る
利
益
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比
較
衡
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（
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二
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第
一
九
に
、
す
で
に
Ⅱ
の
二
の
２
の
⑴
の
②
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
の
ド
ル
ト
ム
ン
ト
区
裁
判
所
一
九
九
〇
年
七
月
一
二
日
判
決
（
裁

判
例
【
74
】）
を
み
て
お
き
た
い
。

　

す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
事
案
の
概
要
の
要
点
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

原
告
（
賃
貸
人
）
ら
と
被
告
（
賃
借
人
）
ら
と
の
間
に
は
、
一
九
八
五
年
六
月
一
日
以
来
、
本
件
建
物
の
二
階
に
所
在
す
る
本
件
住
居
に
関
す
る

使
用
賃
貸
借
関
係
が
存
在
し
て
い
た
。
原
告
ら
は
、
一
九
八
九
年
一
一
月
九
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
原
告
ら
は
、
本
件
住
居
が
原
告
ら
の
娘
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
た
。
原
告
ら
の
娘
は
、
学
生
で
あ
っ

た
が
、
一
九
九
〇
年
の
は
じ
め
ま
で
、
ほ
か
の
学
生
と
一
緒
に
あ
る
住
居
に
居
住
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
原
告
ら
の
娘
は
、
そ
こ
を
引
き
払
い
、
さ

し
あ
た
り
、
彼
女
の
両
親
の
と
こ
ろ
に
引
っ
越
し
た
。
原
告
ら
は
、
娘
が
本
件
住
居
に
入
居
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
、
と
主
張
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
多
様
な
観
点
か
ら
異
議
を
述
べ
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
請
求
し
た
。
こ
の
う
ち
、
代
替
住
居
の
調
達

の
観
点
か
ら
、
被
告
ら
は
、
ド
ル
ト
ム
ン
ト
に
お
け
る
住
居
を
め
ぐ
る
状
況
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
一
般
に
緊
張
し
た
市
場
の
状
況
に
も
と
づ
い
て
、

き
わ
め
て
不
利
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
被
告
ら
の
住
居
の
探
索
は
、
一
方
に
お
い
て
、
彼
ら
が
二
匹
の
猫
を
飼
い
、
他
方
に
お
い
て
、
彼
ら
が

失
業
の
た
め
に
限
定
的
に
だ
け
給
付
能
力
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
困
難
に
さ
れ
た
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

区
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
本
件
訴
え
は
、
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

　

原
告
ら
は
・
・
・
・
被
告
ら
に
対
し
て
、
本
件
賃
貸
物
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
。・
・
・
・
当
事
者
の
間
に
存
続
し
て
い
た
本
件
使

用
賃
貸
借
関
係
は
、
一
九
八
九
年
一
一
月
九
日
の
本
件
解
約
告
知
に
よ
っ
て
、
一
九
九
〇
年
二
月
二
八
日
付
で
、
有
効
に
終
了
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
」、
と
判
断
し
た
。

（
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）

（
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そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
区
裁
判
所
は
、
は
じ
め
に
、
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
原
告
（
賃
貸
人
）
ら
は
本
件
住
居
を
原
告
ら
の
娘
の
た
め

に
必
要
と
す
る
こ
と
を
証
明
し
た
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
。

　

さ
ら
に
、
区
裁
判
所
は
、
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
身
体
・
健
康
の
侵
害
の
観
点
か
ら
の
被
告
（
賃
借
人
）
ら
の
異
議
を
退
け
た
が
、
そ
れ
に

加
え
て
、
代
替
住
居
の
調
達
の
観
点
か
ら
の
賃
借
人
ら
の
異
議
を
も
退
け
、
賃
借
人
ら
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
を
否
定
し
た
。
区
裁
判
所
は
、
そ

の
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
一
項
二
文
に
お
け
る
明
確
な
法
律
上
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
苛
酷
さ
は
、
相
当
な
代
替
住
居
が
要
求
で
き
る
条
件
で
調

達
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
も
存
在
す
る
。
こ
の
点
で
は
、
被
告
ら
は

4

4

4

4

、4・

こ
れ
ま
で
総
じ
て
代
替
住
居
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
を
申

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

し
立
て
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

。
被
告
ら
が

4

4

4

4

、4・

ド
ル
ト
ム
ン
ト
に
お
け
る
住
居
を
め
ぐ
る
状
況
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

目
下
の
と
こ
ろ

4

4

4

4

4

4

、4・

一
般
に
緊
張
し
た
市
場
の
状
況
に
も
と
づ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

い
て

4

4

、4・

き
わ
め
て
不
利
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
を
引
き
合
い
に
出
し
た
限
り
で
言
え
ば

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

こ
の
こ
と
は
十
分
で
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
こ
の
点
で
は
、
当
裁
判
所

が
、
こ
の
こ
と
は
、
い
っ
そ
う
よ
り
困
難
と
な
り
、
時
間
と
社
会
参
加
の
点
で
い
っ
そ
う
よ
り
大
き
な
消
費
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
も
見

誤
ら
な
か
っ
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

住
居
の
調
達
が
い
ま
だ
に
可
能
で
あ
る
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

裁
判
所
に
周
知
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
し
か

4

4

し4

、4・

被
告
ら
は

4

4

4

4

、4・

こ
れ
に
関
し
て

4

4

4

4

4

4

、4・

こ
れ
ま
で

4

4

4

4

、4・

見
た
と
こ
ろ

4

4

4

4

4

、4・

い
ま
だ
に
全
く
何
も
講
じ
な
か
っ
た
ら
し
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

　

被
告
ら
が

4

4

4

4

、4・

被
告
ら
の
住
居
の
探
索
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

な
お

4

4

、4・

一
方
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

、4・

彼
ら
が
二
匹
の
猫
を
飼
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

他
方
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

、4・

彼
ら
が
失
業
の
た
め
に
限
定

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

的
に
だ
け
給
付
能
力
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
困
難
に
さ
れ
た
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
た
限
り
で
言
え
ば

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

こ
の
こ
と
は

4

4

4

4

4

、4・

こ
の
よ
う
な
法
的
状

4

4

4

4

4

4

4

4

況
を
異
な
っ
て
評
価
す
る
こ
と
に
行
き
着
く
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

　

一
方
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

、4・

当
裁
判
所
に
と
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

二
匹
の
猫
が
住
居
の
調
達
の
と
き
に
克
服
し
が
た
い
障
害
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

他4
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方
に
お
い
て

4

4

4

4

4

、4・

当
裁
判
所
の
見
解
に
し
た
が
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

こ
れ
ら
の
猫
を
手
離
す
こ
と
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
と
き
唯
一
の
可
能
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

き4

、4・

被
告
ら
に
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。
制
限
さ
れ
た
経
済
的
な
給
付
能
力
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
裁
判
所
の
見
解
に
し
た
が
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

Ｂ
Ｇ

4

4

Ｂ
五
五
六

4

4

4

4

ａ・
条
の
枠
組
み
に
お
い
て
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
理
由
で
は
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
と
い
う
の
は
、
一
方
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

、4・

原
告
ら

4

4

4

も
ま
た

4

4

4

、4・

そ
の
地
方
で
慣
習
に
な
っ
て
い
る
賃
料
の
支
払
い
に
対
す
る
請
求
権
を
有
す
る
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

他
方
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

、4・

こ
の
こ
と
は

4

4

4

4

4

、
そ
の
と
き
、
住
宅

補
助
金
あ
る
い
は
社
会
扶
助
の
領
域
か
ら
資
金
を
任
意
に
処
理
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
告
ら
に
代
替
住
居
の
資
金
調
達
を
可
能
に
す
る
と
い
う

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

公
共
体
の
課
題
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

か
ら
で
あ
る
」。

　

な
お
、
そ
の
他
の
利
益
の
侵
害
の
観
点
か
ら
の
被
告
（
賃
借
人
）
ら
の
異
議
に
つ
い
て
は
、
Ⅱ
の
二
の
２
の
⑷
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
。

　

第
二
〇
に
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
地
方
裁
判
所
一
九
九
〇
年
七
月
一
九
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

156
】
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
地
方
裁
判
所
一
九
九
〇
年
七
月
一
九
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

当
事
者
の
間
に
は
、
本
件
建
物
（
列
状
住
宅
）
に
関
す
る
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
が
存
在
し
た
。
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
一
九
八
四
年
一
一

月
一
五
日
に
は
じ
ま
り
、
一
九
八
九
年
一
一
月
一
四
日
ま
で
期
限
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
本
件
使
用
賃
貸
借
契
約
に
し
た
が
っ
て
、
延
長
の
可
能
性
は

存
在
し
な
か
っ
た
。
賃
料
は
、
月
あ
た
り
一
八
〇
〇
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
で
あ
っ
た
。
原
告
（
賃
貸
人
）
は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
間
ず
っ
と
、
被

告
（
賃
借
人
）
ら
に
本
件
建
物
の
購
入
を
勧
め
た
。
し
か
し
、
売
買
契
約
の
締
結
に
は
行
き
着
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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原
告
は
、
一
九
八
八
年
八
月
に
、
被
告
ら
に
対
し
て
、
原
告
が
依
然
と
し
て
本
件
建
物
を
売
買
す
る
つ
も
り
で
あ
り
、
し
か
も
、
遅
く
と
も
本
件

使
用
賃
貸
借
関
係
の
満
了
の
と
き
に
売
買
す
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
を
通
知
し
た
。
被
告
ら
は
、
一
九
八
九
年
六
月
一
九
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、

一
九
八
九
年
一
一
月
一
四
日
を
越
え
て
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
継
続
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
。
原
告
は
、
一
九
八
九
年
八
月
三
〇
日
付
の
書
面
を

も
っ
て
、
原
告
が
一
九
八
九
年
一
一
月
一
四
日
を
越
え
て
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
継
続
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
な
い
こ
と
を
通
知
し
た
。
さ
ら

に
、
原
告
は
、
一
九
八
九
年
九
月
一
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
相
当
な
経
済
的
利
用
の
妨
げ
を
理
由
と
し
て
、
一
九
八
九
年
一
一
月
三
〇
日
付
で
、

本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
の
で
あ
る
。

　

原
告
は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
契
約
の
期
限
づ
け
は
被
告
ら
の
願
望
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
た
、
と
申
し
立
て
た
。
原
告
は
、
何
年
も
前
か
ら
、
本

件
建
物
を
売
買
す
る
こ
と
を
試
み
た
が
、
し
か
し
、
こ
の
売
買
の
努
力
は
不
成
功
に
終
わ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
本
件
建
物
は
賃
貸
さ
れ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
原
告
は
、
一
九
八
九
年
に
、
原
告
と
そ
の
家
族
の
た
め
に
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
お
い
て
、
一
世
帯
用
住
宅
を
購
入
し
た
が
、
そ
の
こ
と
か

ら
、
原
告
は
、
本
件
建
物
か
ら
の
売
買
価
格
が
原
告
の
自
由
に
な
ら
な
い
限
り
、
五
〇
万
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
の
金
額
を
中
間
的
に
出
資
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
期
限
づ
け
は
被
告
ら
の
願
望
に
起
因
し
な
か
っ
た
こ
と
、
原
告
の
売
買
の
努
力
は
明
ら

か
に
原
告
の
ゆ
き
す
ぎ
た
価
格
の
考
え
の
た
め
に
不
成
功
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
申
し
立
て
た
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
お
け
る
建
物
の
購
入
と
本
件
建
物
の

売
買
と
の
間
の
経
済
的
な
関
連
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
原
告
の
夫
は
、
高
い
収
入
を
も
ち
、
ウ
ル
ム
に
存
在
す
る
多
世
帯
用
住
宅
の
所
有

者
で
も
あ
る
。

　

区
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
本
件
訴
え
は
、
許
容
し
う
る
し
、
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
当
事
者
の
間
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
Ｂ
Ｇ
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Ｂ
五
六
四
ｂ
条
に
し
た
が
っ
て
、
一
九
八
九
年
一
一
月
一
四
日
に
期
間
の
満
了
に
よ
っ
て
終
了
し
た
。・
・
・
・
原
告
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二

項
三
号
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
に
つ
い
て
正
当
な
利
益
を
有
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、

一
九
八
九
年
一
一
月
一
四
日
を
越
え
て
継
続
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」、
と
判
断
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
の
で
あ
る
。

　
［
判
決
理
由
］

　

地
方
裁
判
所
も
ま
た
、
結
論
と
し
て
、「
許
容
し
う
る
本
件
控
訴
は
、
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
区
裁
判
所
は
、
そ
の
結
論
お
よ
び
そ
の

理
由
づ
け
に
お
い
て
、
正
し
く
判
決
を
下
し
た
の
で
あ
る
」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
は
じ
め
に
、
原
告
（
賃
貸
人
）
が
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
に
よ
っ
て
、
本
件
土
地
・
建

物
の
相
当
な
経
済
的
利
用
に
つ
い
て
妨
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
著
し
い
不
利
益
を
被
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

論
じ
た
。

　
「
当
部
に
と
っ
て
も
、
原
告
が
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
に
よ
っ
て
、
本
件
土
地
・
建
物
の
相
当
な
経
済
的
利
用
に
つ
い
て
妨
げ
ら
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
著
し
い
不
利
益
を
被
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
た
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
三
号
）。
何
度
か
立
証
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
原
告
の
詳

細
な
申
立
て
、
す
な
わ
ち
、
本
件
建
物
の
た
め
に
原
告
に
よ
っ
て
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
購
入
価
格
を
支
払
う
心
構
え
を
す
で
に
し
て
い
た
が
、

し
か
し
、
本
件
建
物
を
賃
借
人
の
住
ん
で
い
な
い
状
態
で
の
み
取
得
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
多
数
の
希
望
者
が
存
在
し
た
と
い
う
申
立
て

は
、
被
告
ら
に
よ
っ
て
か
な
り
一
括
し
て
だ
け
否
認
さ
れ
た
こ
と
が
す
で
に
注
意
を
引
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
一
括
し
た
否
認
が
相
当
で
あ
っ

た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
、
不
確
定
で
あ
り
う
る
。
と
い
う
の
は
、
購
入
希
望
者
の
範
囲
が
強
く
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
賃
貸
さ
れ
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た
目
的
物
が
本
質
的
に
よ
り
困
難
に
売
買
す
る
に
適
し
た
こ
と
は
、
事
実
、
周
知
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
賃
貸
さ
れ
た
建
物
の
考
え
ら
れ
る
買
主
は
、

賃
貸
さ
れ
た
目
的
物
の
需
要
が
本
質
的
に
よ
り
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
強
く
低
下
さ
せ
ら
れ
た
購
入

価
格
の
申
出
に
行
き
着
く
。
当
部
は
、
ほ
か
の
手
続
き
か
ら
、
お
よ
び
、
一
般
に
入
手
可
能
な
情
報
源
（
新
聞
雑
誌
）
か
ら
判
明
す
る
と
こ
ろ
の
不

動
産
市
場
に
つ
い
て
の
当
部
の
そ
の
他
の
知
識
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
第
一
審
裁
判
所
（
使
用
賃
貸
借
課
）
が

こ
の
事
実
を
同
じ
く
周
知
で
あ
る
と
取
り
扱
っ
た
こ
と
は
、
異
議
を
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
原
告
は
・
・
・
・
被

告
ら
の
継
続
の
請
求
に
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
に
つ
い
て
の
正
当
な
利
益
を
対
置
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
」。

　

さ
ら
に
、
地
方
裁
判
所
は
、
被
告
（
賃
借
人
）
ら
は
相
当
な
代
替
住
居
が
調
達
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
証
明
し
な
か
っ
た
、
と
判
断
し

た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
そ
の
こ
と
か
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
社
会
的
条
項
の
援
用
だ
け
が
被
告
ら
に
残
っ
た
。
し
か
し
、
被
告
ら
が

4

4

4

4

、4・

十
分
な
努
力
に
も
か
か
わ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ら
ず

4

4

、4・

相
当
な
代
替
住
居
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

十
分
に
証
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。・
・
・
・
共
稼
ぎ
の
夫
婦
で
ド
イ
ツ
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

国
籍
を
持
つ
者
と
し
て
決
し
て
住
居
市
場
に
お
い
て
不
利
に
扱
わ
れ
る
国
民
階
層
に
属
さ
な
い
と
こ
ろ
の
被
告
ら
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

ひ
と
つ
の
自
分
自
身
の
新
聞

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

広
告
だ
け
の
掲
載
を
依
頼
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

住
居
を
探
す
こ
と
に
仲
介
業
者
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
が
一
九
八
九
年
一
一

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

月
一
四
日
に
終
了
す
る
こ
と
は
被
告
ら
に
と
う
に
周
知
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

・
・
・
・
被
告
ら
は

4

4

4

4

、4・

第
一
審
判
決
に
引
き
続
い
て
は
じ
め
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

新
聞
広
告
を
申
し
込
ん
だ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
被
告
ら
は

4

4

4

4

・
・
・
・
原
告
に
よ
っ
て
斡
旋
さ
れ
た
目
的
物
を
吟
味
す
ら
し
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
の
こ
と
か
ら
、
代
替
住
居
の

4

4

4

4

4

調
達
が
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
証
明
を
す
る
と
い
う
被
告
ら
の
努
力
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

適
当
で
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」。

（
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）
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第
二
一
に
、
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
一
九
九
〇
年
八
月
七
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

157
】
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
一
九
九
〇
年
八
月
七
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
判
例
集
か
ら
読
み
取
れ
る
事
案
の
概
要
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

原
告
（
賃
貸
人
）
は
、
そ
の
娘
の
た
め
に
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
被
告
（
賃
借
人
）
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。

原
告
の
娘
は
、
彼
女
の
職
業
教
育
に
し
た
が
っ
て
、
両
親
の
本
件
建
物
に
所
在
す
る
本
件
住
居
に
入
居
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
本
件
住
居
は
、
三

つ
の
部
屋
お
よ
び
物
置
部
屋
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
被
告
は
ひ
と
り
で
本
件
住
居
に
居
住
し
て
い
た
。
被
告
は
、
相
当
な
代
替
住
居
を
見
出
す

こ
と
に
つ
い
て
の
困
難
さ
を
指
摘
し
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　

区
裁
判
所
は
、
原
告
の
本
件
明
渡
し
の
訴
え
を
認
容
し
た
。

　
［
判
決
理
由
］

　

地
方
裁
判
所
も
ま
た
、
結
論
と
し
て
、「
本
件
解
約
告
知
の
有
効
性
は
・
・
・
・
被
告
の
た
め
の
特
別
な
苛
酷
さ
の
た
め
に
も
排
除
さ
れ
な
か
っ
た
」、

と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
本
件
解
約
告
知
の
有
効
性
の
排
除
は
・
・
・
・
相
当
な
代
替
住
居
を
見
出
す
こ
と
に
つ
い
て
の
困
難
さ
か
ら
も
判
明
し
な
か
っ
た
。

　

・
・
・
・
代
替
住
居
を
見
出
す
こ
と
に
つ
い
て
の
困
難
さ
は
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4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

控
訴
審
裁
判
所
に
も
周
知
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
し
か
し

4

4

4

、4・

た
と
え
代
替
住
居
を
見
出
す
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（
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に
つ
い
て
の
困
難
さ
が
広
範
囲
に
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
恒
常
的
に
行
わ
れ
る
住
居
の
交
替
に
か
ん
が
み

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

て4

、4・

こ
れ
ま
で

4

4

4

4

、4・

要
求
で
き
る
条
件
の
代
替
住
居
の
獲
得
の
不
可
能
性
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う

な
困
難
さ
は
、
明
渡
期
間
を
量
定
す
る
と
き
に
だ
け
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」。

　

第
二
二
に
、
筆
者
の
既
存
の
研
究
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
地
方
裁
判
所
一
九
九
〇
年
一
〇
月
二
五
日
判
決
を
み
て
お
き

た
い
。

　

す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
事
案
の
概
要
の
要
点
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

原
告
（
賃
貸
人
）
ら
は
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
本
件
建
物
の
一
階
に
所
在
す
る
本
件
住
居
の
賃
借
人
で
あ
っ
た
被
告
ら
と
の
本
件
使

用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
う
え
で
、
本
件
住
居
の
明
渡
し
を
求
め
て
本
件
訴
え
を
提
起
し
た
。
原
告
ら
は
、
多
様
な
観
点
か
ら
「
自
己
必
要
」

を
理
由
づ
け
た
が
、
地
方
裁
判
所
の
判
決
理
由
と
の
関
係
で
は
、
現
在
ひ
と
つ
の
部
屋
に
居
住
し
て
い
た
原
告
ら
の
二
歳
三
ヶ
月
と
九
ヶ
月
の
二
人

の
子
供
ら
を
分
離
さ
れ
た
部
屋
に
居
住
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
る
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
、
そ
の
「
自
己
必
要
」
を
理
由
づ
け
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

被
告
（
賃
借
人
）
ら
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　

区
裁
判
所
は
原
告
ら
の
本
件
明
渡
し
の
訴
え
を
棄
却
し
た
た
め
、
原
告
ら
は
、
地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
の
で
あ
る
。

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
原
告
ら
の
本
件
控
訴
は
、
許
容
し
う
る
し
、
本
件
明
渡
請
求
に
関
し
て
の
み
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
た
」、
と
判

断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
は
じ
め
に
、「
・
・
・
・
当
事
者
の
間
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
一
九
八
八
年
九
月
一
六
日

（
834
）

（
835
）

（
836
）

（
837
）
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の
原
告
ら
の
本
件
解
約
告
知
に
よ
っ
て
終
了
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
原
告
ら
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
の
意
味
に
お
け
る
本
件
解
約
告
知
に

つ
い
て
の
正
当
な
利
益
を
有
し
た
の
で
あ
る
（
自
己
必
要
）。

　

・
・
・
・
・
・
・
・

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
二
人
の
子
供
ら
の
各
々
に
自
分
自
身
の
完
結
し
た
部
屋
を
自
由
に
使
わ
せ
る
た
め
に
そ
の
住
居
を
拡
張
す
る
こ
と
は
、
筋
の
通

り
、
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
理
由
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
」、
と
論
じ
た
。

　

さ
ら
に
、
地
方
裁
判
所
は
、「
被
告
ら
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」、

と
判
断
し
た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
・
・
・
・
被
告
ら
は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
苛
酷
さ
で
あ
る
と
述
べ
る
と
こ
ろ
の
観
点
を
申
し

立
て
な
か
っ
た
。・
・
・
・
確
か
に
、
相
当
な
代
替
住
居
を
見
出
す
困
難
さ
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
一
項
二
文
に
し
た
が
っ
て
考
慮
に
入
れ
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
け
る
住
居
市
場
の
荒
廃
し
た
状
態
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4

4

、4・

特
に

4

4

、4・

賃
料
も
安
く
質
も
よ
い
住
居
の
た
め
の
住
居
市
場
の
荒
廃
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4

4

し
た
状
態
は

4

4

4

4

4

、4・

当
部
に
周
知
で
あ
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
し
か
し

4

4

4

、4・

ほ
か
の
住
居
を
見
出
す
見
通
し
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

な
お

4

4

、4・

よ
り
長
い
明
渡
期
間
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

こ
の
よ
う
な
事
情
が
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
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4

4

、4・

完
全
に
排
除
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
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4
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4

4

の
で
あ
る
」。

　

最
後
に
、
地
方
裁
判
所
は
、「
・
・
・
・
本
件
の
明
渡
期
間
の
か
な
り
長
い
期
間
は
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4

4

・
・
・
・
住
居
市
場
の
状
況

4
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、4・

お
よ
び

4

4

4

、4・

原
告
ら
の
主
張
さ

4

4

4

4

4

4

4

れ
た
自
己
必
要
が
き
わ
め
て
差
し
迫
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
考
慮
に
入
れ
た
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4

4

4

4

4

4

4
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。
両
方
の
側
の
利
益
の
比

4

4

4

4

4

4

4

4

4

較
衡
量
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

、4・

一
〇
ヶ
月
の
明
渡
期
間
が
相
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」、
と
付
言
し
た
の
で
あ
る
。

（
838
）

（
839
）

（
840
）

（
841
）
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第
二
三
に
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
地
方
裁
判
所
一
九
九
〇
年
一
一
月
二
七
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　

判
例
集
に
は
判
決
理
由
の
な
か
の
重
要
な
部
分
だ
け
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
地
方
裁
判
所
は
、「
賃
借
人
が
住
居
市
場
に
お
け
る
緊
張
し
た
状

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

況
を
一
般
的
に
指
摘
す
る
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
契
約
に
し
た
が
っ
た
終
了
が
賃
借
人
ま
た
は
そ
の
家
族
に
と
っ
て
苛
酷
で
あ
る
と
説

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

明
す
る
た
め
に
十
分
で
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」、
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
四
に
、
筆
者
の
既
存
の
研
究
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
の
ト
リ
ー
ア
地
方
裁
判
所
一
九
九
一
年
二
月
五
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　

す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
事
案
の
概
要
の
要
点
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

原
告
（
賃
貸
人
）
は
、
本
件
建
物
（
一
家
族
用
住
宅
）
を
、
一
九
八
八
年
六
月
一
日
付
の
効
力
を
と
も
な
っ
て
、
居
住
目
的
に
お
い
て
、
月
あ
た

り
八
〇
〇
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
の
賃
料
で
被
告
（
賃
借
人
）
ら
に
賃
貸
し
て
い
た
。
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
が
開
始
し
た
と
き
、
被
告
ら
の
家
族
に
は
四

人
の
子
供
ら
が
属
し
て
い
た
が
、
本
件
訴
訟
が
経
過
す
る
う
ち
に
五
人
目
の
子
供
が
生
ま
れ
た
。

　

そ
の
間
に
五
二
歳
に
な
っ
た
原
告
は
、
一
九
八
七
年
四
月
六
日
の
自
動
車
事
故
に
よ
る
障
害
の
結
果
、
生
計
能
力
が
な
く
な
っ
た
。
原
告
は
、
別

の
場
所
に
お
い
て
建
築
さ
れ
る
建
物
を
、
そ
の
建
物
に
お
い
て
原
告
が
娘
に
よ
っ
て
世
話
さ
れ
る
た
め
に
、
障
害
者
に
適
合
し
て
建
築
す
る
こ
と
を

意
図
し
た
。
粗
造
り
の
建
築
物
は
、
一
九
九
〇
年
九
月
に
完
成
し
た
。
原
告
は
、
そ
の
建
築
費
用
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
、
五
万
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
の

金
額
に
お
け
る
消
費
貸
借
を
受
け
入
れ
た
。

　

原
告
は
、
一
九
九
〇
年
五
月
一
一
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
相
当
な
経
済
的
利
用
の
妨
げ
を
理
由
と
し
て
、
被
告
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係

を
解
約
告
知
し
た
。
そ
の
理
由
づ
け
に
関
し
て
、
原
告
は
、
次
の
よ
う
に
申
し
立
て
た
。
す
な
わ
ち
、
本
件
使
用
賃
貸
借
契
約
の
締
結
後
に
著
し
く

（
842
）

（
843
）

（
844
）

（
845
）
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悪
化
し
た
と
こ
ろ
の
交
通
事
故
に
よ
る
障
害
の
結
果
に
も
と
づ
い
て
、
原
告
は
、
職
業
活
動
に
専
念
す
る
状
況
で
も
な
か
っ
た
し
、
継
続
し
て
自
分

自
身
の
こ
と
を
配
慮
す
る
状
況
で
も
な
か
っ
た
。
原
告
は
、
始
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
障
害
者
に
適
合
し
た
建
物
の
建
築
に
出
資
す
る
た
め
に
、
被
告

ら
に
賃
貸
さ
れ
た
本
件
建
物
の
売
買
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
賃
貸
さ
れ
た
状
態
に
お
け
る
売
買
は
、
原
告
の
努
力
が
示
し
た
よ
う
に
、
実
際

可
能
で
な
か
っ
た
。
自
己
資
本
お
よ
び
賃
料
か
ら
そ
の
建
築
費
用
を
出
資
す
る
こ
と
は
可
能
で
な
か
っ
た
し
、
さ
ら
な
る
信
用
貸
し
を
受
け
入
れ
る

こ
と
は
原
告
に
要
求
で
き
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
一
九
九
〇
年
六
月
一
二
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
。
被
告
ら
は
、
被
告
ら
の
子

供
ら
の
数
、
お
よ
び
、
そ
れ
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
代
替
住
居
の
調
達
に
お
け
る
困
難
さ
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

　

区
裁
判
所
は
原
告
の
本
件
明
渡
し
の
訴
え
を
棄
却
し
た
た
め
、
原
告
は
、
地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
の
で
あ
る
。

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
主
張
さ
れ
た
本
件
明
渡
請
求
は
・
・
・
・
結
果
と
し
て
生
じ
た
。
と
い
う
の
は
、
当
事
者
の
間
で
一
九
八
八

年
五
月
に
締
結
さ
れ
た
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
一
九
九
〇
年
五
月
一
一
日
付
の
書
面
に
お
け
る
原
告
の
通
常
の
解
約
告
知
に
よ
っ
て
、

一
九
九
〇
年
八
月
三
一
日
付
で
、
終
了
さ
せ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
は
じ
め
に
、
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
本
件
に
お
い
て
、
経
済
的
な
利
用
の
相
当
性
と
い
う
要

件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
経
済
的
な
利
用
の
妨
げ
・
賃
貸
人
の
著
し
い
不
利
益
と
い
う
要
件
も
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ

た
。

　

さ
ら
に
、
地
方
裁
判
所
は
、「
一
九
九
〇
年
六
月
一
二
日
付
の
書
面
に
お
け
る
本
件
解
約
告
知
に
対
す
る
被
告
ら
の
異
議
は
、
理
由
づ
け
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
」、
と
判
断
し
た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

（
846
）

（
847
）
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「
・
・
・
・
確
か
に

4

4

4

、4・

賃
借
人
ら
の
子
供
ら
の
豊
か
さ
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
一
項
二
文
に
し
た
が
っ
て
、
原
則
と
し
て

4

4

4

4

4

、4・

苛
酷
さ
に
つ
い
て

4

4

4

4

4

4

4

の
理
由
と
し
て
正
当
と
認
め
ら
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
と
い
う
の
は

4

4

4

4

4

、4・

代
替
住
居
が

4

4

4

4

4

、4・

今
日
の
住
居
市
場
の
状
況
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

き
わ
め
て
困
難
に
見
出
さ
れ
う

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

る
か
ら
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

。
し
か
し

4

4

4

、4・

両
方
の
側
の
利
益
の
比
較
衡
量
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

Ｔ
に
お
け
る
建
築
計
画
の
資
金
調
達
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に4

、4・

個
人
的
お
よ
び
経
済
的
な
理
由
か
ら
賃
貸
さ
れ
た
本
件
建
物
の
譲
渡
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
本
件
建
物
の
所
有
権
者
と
し
て
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

原
告
の
利
益
が

4

4

4

4

4

4

、4・

優
位
に
あ
っ
た

4

4

4

4

4

4

。
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
が
維
持
さ
れ
る
場
合

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

本
件
建
物
は

4

4

4

4

4

、4・

証
拠
調
べ
の
結
果
に
し
た
が
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

実
際
に

4

4

4

譲
渡
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

あ
る
い
は

4

4

4

4

、4・

せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

相
当
な
経
済
的
な
損
失
を
と
も
な
っ
て
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
被4

告
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
継
続
す
る
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

所
有
権
者
と
し
て
の
原
告
の
処
分
権
限
の
制
限
を
結
果
と
し
て
と
も
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
よ
う
な

4

4

4

4

4

制
限
は

4

4

4

、4・

連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
た
理
由
か
ら

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

基
本
法
一
四
条
と
一
致
で
き
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
の
点
で
は

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
ら
は

4

4

4

4

、4・

こ
れ
ま
で

4

4

4

4

・
・
・
・
本
件
解
約
告
知
が
意
思
表
示
さ
れ
て
か
ら

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

今
や
八
ヶ
月
に
な
る
前
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
も
そ
も

4

4

4

4

、4・

代
替
住
居
を
見
出
そ
う
と
努
力
し
た
こ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
を
申
し
立
て
な
か
っ
た
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

証
明
も
し
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。

　

民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
一
項
に
し
た
が
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

一
九
九
一
年
七
月
三
一
日
ま
で
の
明
渡
期
間
が
被
告
ら
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

そ
の
場
合
に

4

4

4

4

4

、4・

一
方
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

、4・

賃
貸
さ
れ
た
本
件
建
物
の
譲
渡
に
つ
い
て
の
原
告
の
差
し
迫
っ
た
利
益

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

お
よ
び

4

4

4

、4・

他
方
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

、4・

住
居
の
補

4

4

4

4

充
の
調
達
に
お
け
る
被
告
ら
の
困
難
さ
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
さ
ら
に

4

4

4

、4・

被
告
ら
が

4

4

4

4

、4・

本
件
解
約
告
知
以
来

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

明
ら
か
に

4

4

4

4

、4・

代
替
住
居
を

4

4

4

4

4

見
出
す
努
力
を
講
じ
な
か
っ
た
こ
と
が
つ
け
加
わ
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」。

　

第
二
五
に
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
地
方
裁
判
所
一
九
九
一
年
四
月
一
八
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。
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【

158
】
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
地
方
裁
判
所
一
九
九
一
年
四
月
一
八
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

原
告
（
賃
貸
人
）
ら
は
、
一
九
八
九
年
九
月
二
〇
日
付
の
建
物
・
住
居
・
土
地
所
有
者
協
会
の
書
面
に
よ
っ
て
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、

一
九
九
〇
年
九
月
三
〇
日
付
で
、
被
告
（
賃
借
人
）
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
さ
ら
に
、
被
告
は
、
一
九
八
九
年
一
二
月

一
一
日
付
の
当
該
協
会
の
ま
た
別
の
書
面
を
も
っ
て
、
居
住
目
的
に
お
い
て
委
譲
さ
れ
た
本
件
住
居
に
つ
い
て
の
申
立
に
よ
る
と
許
可
さ
れ
て
い
な

い
事
業
上
の
利
用
の
た
め
に
警
告
さ
れ
た
。
そ
の
う
え
で
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
事
業
上
の
利
用
を
理
由
と
し
て
、
一
九
九
〇
年
三
月
一
六

日
付
で
、
即
時
に
解
約
告
知
さ
れ
た
。
原
告
ら
は
、
被
告
が
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
、
被
告
に
よ
っ
て
営
ま
れ
た
と
こ
ろ
の
保
険
の
総
代
理
店
の

た
め
の
事
務
所
と
し
て
本
件
住
居
を
利
用
し
た
、
と
主
張
し
た
。

　

原
告
ら
は
、
そ
の
「
自
己
必
要
」
に
つ
い
て
、
原
告
ら
の
三
〇
歳
の
息
子
の
た
め
に
本
件
住
居
を
必
要
と
す
る
、
と
主
張
し
た
。
原
告
ら
の
息
子

は
、
も
は
や
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
証
人
と
の
住
居
共
同
体
に
お
い
て
居
住
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
両
者
の
関
係
は
、
相
当
に
負
担
が
か

け
ら
れ
て
い
た
し
、
現
に
論
争
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
原
告
ら
の
息
子
は
、
両
親
の
賃
借
住
居
に
居
住
す
る
可
能
性
を
も
も
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

区
裁
判
所
は
、
原
告
ら
の
本
件
明
渡
し
の
訴
え
を
棄
却
し
、
一
九
九
一
年
九
月
三
〇
日
ま
で
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
継
続
す
る
と
い
う
判
決
を

下
し
た
。
被
告
に
よ
る
本
件
住
居
の
事
業
上
の
利
用
は
、
否
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
原
告
ら
の
「
自
己
必
要
」
は
、
確
か
に
正
当
と
認
め
ら
れ
た
が
、

し
か
し
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
九
ヶ
月
の
間
継
続
さ
れ
る
、
と
判
断
さ
れ
た
。
と
い
う
の
は
、
現
在
、
住
居
市
場
の
状
況
が
ひ
ど
く
緊
張
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
原
告
ら
は
、
地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
の
で
あ
る
。
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［
判
決
理
由
］

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
許
容
し
う
る
本
件
控
訴
は
、
本
件
事
案
に
お
い
て
成
果
も
あ
っ
た
。

　

原
告
ら
に
は
、
被
告
に
よ
っ
て
賃
借
さ
れ
た
本
件
住
居
の
明
渡
し
と
返
還
に
対
す
る
請
求
権
が
・
・
・
・
当
然
帰
属
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
」、

と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
は
じ
め
に
、
原
告
（
賃
貸
人
）
ら
が
「
自
己
必
要
」
と
い
う
解
約
告
知
理
由
を
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
六
四

ｂ
条
二
項
二
号
に
し
た
が
っ
て
証
明
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

　
「
当
事
者
の
間
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
一
九
八
九
年
九
月
二
〇
日
の
原
告
ら
の
有
効
な
本
件
解
約
告
知
に
よ
っ
て
、
一
九
九
〇
年
九
月

三
〇
日
付
で
終
了
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。

　

す
で
に
区
裁
判
所
と
同
じ
よ
う
に
、
当
部
も
ま
た
、
原
告
ら
が
自
己
必
要
と
い
う
解
約
告
知
理
由
を
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
に
し
た
が
っ

て
証
明
し
た
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
原
告
ら
の
息
子
と
証
人
は
、
第
一
審
に
お
い
て
、
彼
ら
は
彼
ら
の
こ
れ
ま
で
の
住
居
共
同
体
を
相
当
な
論
争
に

も
と
づ
い
て
も
は
や
維
持
す
る
つ
も
り
は
な
い
し
、
原
告
ら
の
三
〇
歳
の
息
子
は
被
告
に
よ
っ
て
賃
借
さ
れ
た
本
件
住
居
に
入
居
す
る
こ
と
を
意
図

し
た
こ
と
を
信
ず
べ
く
証
言
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
自
己
必
要
の
た
め
に
、
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
筋
の
通
っ
た
理
由
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
」。

　

さ
ら
に
、
地
方
裁
判
所
は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
も
と
づ
い
て
継
続
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
、
と
判
断
し

た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
当
部
は
、
本
件
の
事
情
を
自
分
自
身
で
審
理
し
た
こ
と
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
社
会
的
条
項
に
も
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と
づ
い
て
継
続
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
、
当
部
は
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彼
の
広
範
な
努
力
を
証
明
も
し
た
こ
と
を
見
誤
ら
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

　

し
か
し
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も
っ
ぱ
ら
一
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に
緊
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の
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あ
る
。
そ4

の
こ
と
を
超
え
て
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、4・

被
告
の
家
族
的
お
よ
び
職
業
的
な
諸
関
係
も
ま
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考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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保
険
代
理
商
と
し
て
規
則
正
し
い
収
入
を
と
も
な
う
職
業
的
な
地
位
を
有
し
て
い
る
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そ
れ
と
と
も
に
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な
諸
関
係
に
よ
っ
て
特
に
困
難
に
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
人
々
の
範
囲
に
属
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
さ
ら
に
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被
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は
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彼
の
家
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的
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に
も
と
づ
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て
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無
条
件
に
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、4・

代
替
住
居
を
求
め
る
彼
の
努
力
を
こ
れ
ま
で
限
定
し
た
と
こ
ろ
の
領
域
に
し
ば
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
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そ
の
他
の
点
で
は
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4

、
本
件
附
帯

控
訴
の
理
由
づ
け
に
お
け
る
被
告
自
身
の
申
立
て
は
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、4・

被
告
は
全
く
代
替
住
居
が
得
ら
れ
る
見
込
み
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
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そ
れ
に
対
し
て
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、4・

喘4

息
に
か
か
っ
た
原
告
ら
の
息
子
が
喫
煙
者
で
あ
る
証
人
と
さ
ら
に
引
き
続
き
被
告
に
よ
っ
て
賃
借
さ
れ
た
本
件
住
居
が
自
由
に
使
え
る
よ
う
に
な
る
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ま
で
一
緒
に
居
住
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
告
ら
の
利
害
関
係
が
比
較
衡
量
さ
れ
る
な
ら
ば
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原
告
ら
の
側
の
利
益
が
優
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位
を
占
め
て
い
た

4

4

4
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4

4

4

の
で
あ
る
」。

　

し
か
し
、
最
後
に
、
地
方
裁
判
所
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
た
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
否
定
し
な
が
ら
、「
当
部
は

4

4

4

、4・

一
九
九
一
年
九
月
三
〇
日
ま
で
の
明
渡
期
間
を
認
め
る
こ
と
を
相
当
で
あ
る
と
判
断
し
た

4
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」、
と
付
言
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
六
に
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
地
方
裁
判
所
一
九
九
一
年
六
月
一
四
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。
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【
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】
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
地
方
裁
判
所
一
九
九
一
年
六
月
一
四
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
判
例
集
か
ら
読
み
取
れ
る
事
案
の
概
要
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

原
告
（
賃
貸
人
）
は
、
原
告
の
姉
妹
と
そ
の
家
族
の
た
め
に
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
被
告
（
賃
借
人
）
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関

係
を
解
約
告
知
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
彼
ら
の
息
子
の
慢
性
の
腸
の
病
気
の
ほ
か
、
被
告
ら
の
家
族
の
大
き
さ
、
お
よ
び
、
住
居
市

場
の
状
況
を
指
摘
し
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　

区
裁
判
所
は
原
告
の
本
件
明
渡
し
の
訴
え
を
認
容
し
た
た
め
、
被
告
ら
は
、
地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
の
で
あ
る
。

　
［
判
決
理
由
］

　

地
方
裁
判
所
も
ま
た
、
結
論
と
し
て
、「
被
告
ら
の
本
件
控
訴
は
、
許
容
し
う
る
が
、
し
か
し
、
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
は
じ
め
に
、
区
裁
判
所
は
、
正
当
な
こ
と
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
に
し
た
が
っ
て
、

原
告
（
賃
貸
人
）
の
「
正
当
な
利
益
」
を
肯
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

　
「
区
裁
判
所
は
、
正
当
な
こ
と
に
、
原
告
の
本
件
解
約
告
知
の
有
効
性
、
お
よ
び
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
の
意
味
に
お
け
る
自
己
必
要

の
存
在
を
肯
定
し
た
。・
・
・
・

　

原
告
の
姉
妹
と
そ
の
家
族
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
の
意
味
に
お
け
る
家
族
構
成
員
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
。・
・
・
・

　

賃
貸
人
が
家
族
構
成
員
の
た
め
に
自
己
必
要
を
主
張
す
る
場
合
・
・
・
・
賃
貸
人
の
委
譲
の
意
思
の
ほ
か
に
、
特
別
な
委
譲
の
利
益
が
前
提
と
さ

れ
る
。
こ
の
委
譲
の
利
益
は
、
そ
の
家
族
構
成
員
が
そ
の
住
居
に
つ
い
て
正
当
と
認
め
る
に
値
す
る
必
要
を
有
す
る
場
合
に
存
在
す
る
。・
・
・
・
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こ
こ
か
ら
出
発
し
て
、
区
裁
判
所
は
、
行
わ
れ
た
確
定
に
も
と
づ
い
て
、
正
当
な
こ
と
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
に
し
た
が
っ
て
、
正

当
な
利
益
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
」。

　

さ
ら
に
、
地
方
裁
判
所
は
、
被
告
（
賃
借
人
）
ら
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
は
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
判
断
し
た
が
、
そ
の
理

由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
契
約
に
し
た
が
っ
た
終
了
は
、
被
告
ら
に
と
っ
て
、
賃
貸
人
の
正
当
な
利
益
を
評
価
し
て
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
こ
ろ
の
苛
酷
さ
を
も
意
味
し
な
か
っ
た
。
被
告
ら
が

4

4

4

4

、4・

そ
の
家
族
の
大
き
さ

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

お
よ
び

4

4

4

、4・

住
居
市
場
の
状
況
を
単
に
指
摘
す
る
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

も
っ

4

4

ぱ
ら
そ
れ
自
体
だ
け
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
ら
の
継
続
の
請
求
を
理
由
づ
け
る
た
め
に
十
分
で
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
確
か
に

4

4

4

、4・

子
供
ら
の
豊
か
さ
は

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

苛
酷
さ
に
つ
い
て

4

4

4

4

4

4

4

の
ひ
と
つ
の
理
由
で
あ
り
う
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
し
か
し

4

4

4

、4・

こ
の
苛
酷
さ
は

4

4

4

4

4

4

、4・

通
例

4

4

、4・

子
供
ら
の
豊
か
さ
そ
れ
自
体
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な
く

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

む
し
ろ

4

4

4

、4・

そ
の

4

4

こ
と
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
代
替
住
居
を
調
達
す
る
と
き
の
困
難
さ
か
ら
生
じ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。
し
か
し

4

4

4

、4・

他
方
ま
た

4

4

4

4

、4・

代
替
住
居
の
調
達

4

4

4

4

4

4

4

は4

、4・

家
族
の
経
済
的
な
可
能
性
に
も
依
存
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
こ
れ
に
つ
い
て

4

4

4

4

4

4

、4・

全
部
で

4

4

4

、4・

被
告
ら
の
十
分
な
申
立
て
が
欠
け
て
い
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
被
告
ら
の
可
能
性
そ
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

も
の
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

代
替
住
居
の
調
達
の
た
め
の
被
告
ら
の
努
力
等
々
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
う
で
あ
っ
た

4

4

4

4

4

4

。

　

そ
の
こ
と
か
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
一
項
の
意
味
に
お
け
る
社
会
的
に
正
当
化
さ
れ
な
い
苛
酷
さ
は
、
被
告
ら
の
申
立
て
に
し
た
が
っ
て
、
彼

ら
の
息
子
の
慢
性
の
腸
の
病
気
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
そ
の
結
果
に
お
い
て
、
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
す
べ
て
の
こ
と
に
し
た
が
っ

て
、
被
告
ら
の
本
件
控
訴
は
・
・
・
・
棄
却
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」。

　

し
か
し
、
最
後
に
、
地
方
裁
判
所
は
、「
被
告
ら
に
は

4

4

4

4

4

、4・

民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

明
渡
期
間
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

た4

。
明
渡
期
間
の
量
定
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
部
は

4

4

4

、4・

住
居
の
探
索
が

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
ら
に
と
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

、4・

裁
判
所
に
周
知
で
あ
る
と
こ
ろ
の
住
居
市
場
の
状
況
に
お
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（
856
）

（
857
）
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て4

、4・

お
よ
び

4

4

4

、4・

被
告
ら
の
家
族
の
大
き
さ
に
お
い
て
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

簡
単
に
具
体
化
し
な
い
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
し
た
が
っ
て

4

4

4

4

4

、4・

被
告
ら
に
は

4

4

4

4

4

、4・

代
替
住

4

4

4

居
の
調
達
の
た
め
の
時
間
が
十
分
に
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。・
・
・
・
原
告
の
家
族
構
成
員
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（4・

本
件
住
居
の

4

4

4

4

4

）4・

取
戻
し
に
つ
い
て

4

4

4

4

4

4

4

の
利
益
は

4

4

4

4

、4・

こ
の
こ
と
が

4

4

4

4

4

、4・

両
方
の
側
の
利
益
の
比
較
衡
量
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
ら
の
た
め
の
明
渡
し
か
ら
の
保
護
の
決
定
的
な
短
縮
に
行
き
着
か
な

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ほ
ど
差
し
迫
っ
て
い
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
す
べ
て
の
こ
と
に
し
た
が
っ
て
、
当
部
は
、
一
九
九
二
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
明
渡
期
間

を
、
必
要
で
あ
る
、
し
か
し
、
十
分
で
も
あ
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
」、
と
付
言
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
七
に
、
ボ
ン
地
方
裁
判
所
一
九
九
一
年
六
月
一
七
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

160
】
ボ
ン
地
方
裁
判
所
一
九
九
一
年
六
月
一
七
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
判
例
集
か
ら
読
み
取
れ
る
事
案
の
概
要
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

原
告
（
賃
貸
人
）
は
、
自
己
と
彼
女
の
夫
の
た
め
に
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
被
告
（
賃
借
人
）
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約

告
知
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
。
被
告
は
、
自
己
と
彼
の
大

き
な
家
族
の
た
め
に
、
新
た
な
住
居
を
相
当
な
条
件
で
見
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

区
裁
判
所
は
、
相
当
な
代
替
住
居
を
求
め
る
努
力
に
つ
い
て
の
被
告
の
申
立
て
は
不
十
分
で
あ
る
、
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　
［
判
決
理
由
］

（
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）

（
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）
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地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
社
会
的
な
苛
酷
さ
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
）
の
観
点
の
も
と
で
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
継
続
す
る
こ
と
は
、

問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
・
・
・
・
と
い
う
の
は
、
被
告
は

4

4

4

、4・

第
二
審
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

、4・

区
裁
判
所
に
よ
っ
て
正
当
な
こ
と
に
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

相4

当
な
代
替
住
居
を
求
め
る
被
告
の
名
目
上
の
努
力
に
つ
い
て
の
申
立
て
を

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

し
か
る
べ
き
や
り
方
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

具
体
化
し
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

か
ら
で
あ
る
。

　

た
と
え
被
告
と
彼
の
大
き
な
家
族
の
た
め
に
新
た
な
住
居
を
相
当
な
条
件
で
見
出
す
こ
と
が
一
般
的
な
住
居
市
場
の
状
況
に
お
い
て
被
告
に
特
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

困
難
で
あ
る
こ
と
が
見
誤
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

対
応
す
る
努
力
は

4

4

4

4

4

4

4

、4・

次
の
場
合
に

4

4

4

4

4

、4・

は
じ
め
か
ら
見
込
み
の
な
い
わ
け
で
は
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
す
な
わ

4

4

4

ち4

、4・

対
応
す
る
努
力
が

4

4

4

4

4

4

4

・
・
・
・
一
定
の
方
法
を
も
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
し
て

4

4

4

、4・

対
応
す
る
立
場

4

4

4

4

4

4

（4・

役
所

4

4

、4・

仲
介
業
者
等
々

4

4

4

4

4

4

）4・

の
要
求
し
う
る
介
入
の
も
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で4

、4・

も
し
く
は

4

4

4

4

、4・

新
聞
広
告
の
接
続
お
よ
び
対
応
す
る
新
聞
広
告
を
読
み
こ
と
を
通
し
て
行
わ
れ
る
場
合
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
の
と
き
に

4

4

4

4

4

、4・

特
に

4

4

、4・

家
族
の

4

4

4

収
入
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
を
将
来
の
住
居
の
た
め
の
賃
料
と
し
て
使
用
す
る
と
こ
ろ
の
認
識
で
き
る
準
備
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
こ
れ
ら

4

4

4

の
要
求
に
よ
っ
て
は
か
り
比
べ
る
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
が
現
在
住
居
に
つ
い
て
の
資
格
証
明
書
を
発
行
し
て
も
ら
っ
た
場
合

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
れ
は
十
分
で
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
被

告
が
一
括
し
て
主
張
し
た
よ
う
に
、
被
告
が
そ
の
ほ
か
に
福
祉
事
務
所
や
住
居
に
つ
い
て
の
役
所
を

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

『4・

何
度
か
訪
れ

4

4

4

4

4

』4・、『
仲
介
業
者
と
連
絡
を
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

り4

、4・

個
人
的
な
つ
な
が
り
を
も
得
よ
う
と
努
め
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

』4・

の
か
ど
う
か
と
い
う
点
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

こ
の
よ
う
な
努
力
の
場
所

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

時
間

4

4

、4・

お
よ
び

4

4

4

、4・

機
会

4

4

、4・

な
ら
び

4

4

4

に4

、4・

内
容
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
申
立
て
が
欠
け
て
い
た
た
め
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

住
居
使
用
賃
貸
借
契
約
の
望
ま
れ
た
条
件
に
関
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

判
断
さ
れ
る
こ
と
が
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

き
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

。
こ
の
関
連
に
お
い
て
第
一
審
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
仲
介
業
者
Ａ

4

4

4

4

4

・4・

Ｂ4

・4・

Ｃ
の
手
紙
も
ま
た

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
住
居
の
探
索
の
や

4

4

4

4

4

4

4

4

4

り
方
お
よ
び
集
中
性
を
認
識
さ
せ
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。・
・
・
・

（
860
）
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・
・
・
・
被
告
が
彼
の
事
実
の
申
立
て
を
さ
ら
に
続
け
て
立
証
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
あ
と
で
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
契

約
に
し
た
が
っ
た
終
了
が
被
告
と
彼
の
家
族
に
と
っ
て
要
求
で
き
な
い
苛
酷
さ
を
意
味
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
な
お
こ
れ
以
上

の
事
実
の
解
明
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
し
、
そ
の
結
果
、
当
部
は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」。

　

し
か
し
、
最
後
に
、
地
方
裁
判
所
は
、「
・
・
・
・
被
告
の
言
及
さ
れ
た
家
族
の
状
況
を
考
え
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
部
は

4

4

4

・
・
・
・
被
告
に
一
九
九
二
年
五
月

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

三
一
日
ま
で
の
明
渡
期
間
を
認
め
る
こ
と
を
必
要
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

と
考
え
た

4

4

4

4

。
と
い
う
の
は
、
要
求
さ
れ
た
本
件
住
居
に
つ
い
て
の
原
告
の
取
戻
し
に
つ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

い
て
の
利
益
は

4

4

4

4

4

4

、4・

相
応
の
努
力
に
お
い
て
さ
え
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

相
当
な
代
替
住
居
を
見
出
す
と
い
う
被
告
の
困
難
さ
に
か
ん
が
み
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

後
退
し
な
け
れ
ば
な
ら

4

4

4

4

4

4

4

4

4

な
い

4

4

か
ら
で
あ
る
」、
と
付
言
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
八
に
、
マ
ン
ハ
イ
ム
地
方
裁
判
所
一
九
九
一
年
一
一
月
一
三
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

161
】
マ
ン
ハ
イ
ム
地
方
裁
判
所
一
九
九
一
年
一
一
月
一
三
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
判
例
集
か
ら
読
み
取
れ
る
事
案
の
概
要
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

原
告
（
賃
貸
人
）
は
、
そ
の
娘
の
た
め
に
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
被
告
（
賃
借
人
）
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
。
被
告
は
、
大
き
く
二
つ
の
観
点
か
ら
異

議
を
述
べ
た
が
、
代
替
住
居
の
調
達
の
観
点
か
ら
は
、
被
告
が
長
期
失
業
者
で
あ
り
、
そ
の
理
由
か
ら
、
そ
の
ほ
か
の
コ
ス
ト
の
安
い
代
替
住
居
を

（
861
）

（
862
）

（
863
）
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獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
の
は
、
被
告
で
あ
っ
た
。

　
［
判
決
理
由
］

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
本
件
控
訴
は
、
許
容
し
う
る
が
、
し
か
し
、
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
は
じ
め
に
、「
区
裁
判
所
は
、
的
確
に
、
原
告
が
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
に
つ
い
て
正
当

な
利
益
を
有
す
る
こ
と
を
確
定
し
た
。
と
い
う
の
は
、
原
告
は
、
そ
の
娘
の
た
め
に
本
件
住
居
を
必
要
と
し
た
か
ら
で
あ
る
」、
と
論
じ
た
。

　

さ
ら
に
、
地
方
裁
判
所
は
、「
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
使
用
賃
貸
借
関
係
の
契
約
に
し
た
が
っ
た
終
了
が
、
賃
借
人
に
と
っ
て
、

賃
貸
人
の
正
当
な
利
益
を
評
価
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
苛
酷
さ
を
意
味
し
た
場
合
、
そ
の
使
用
賃
貸
借
関
係
は
継
続
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
要
件
は
、
本
件
に
お
い
て
、
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」、
と
判
断
し
た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
被
告
は
、
さ
ら
に
続
け
て
、
被
告
が
長
期
失
業
者
で
あ
り
、
そ
の
理
由
か
ら
、
そ
の
ほ
か
の
コ
ス
ト
の
安
い
代
替
住
居
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
賃
借
人
が
住
居
市
場
に
お
け
る
現
在
緊
張
し
た
状
況
を
引
き
合
い
に
出
す
場
合

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
れ
は

4

4

4

、4・

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六

4

4

4

4

4

4

ａ・
条
の
枠
組
み
に

4

4

4

4

4

4

お
い
て
十
分
で
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ

4

4

4

、4・

賃
借
人
は

4

4

4

4

、4・

賃
借
人
が
代
替
住
居
の
獲
得
の
た
め
に
具
体
的
な
努
力
を
行
っ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

た
こ
と

4

4

4

、4・

お
よ
び

4

4

4

、4・

こ
れ
ら
の
努
力
が
不
成
功
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
こ
の
よ
う
な
証
明
が
欠
け
て
い
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
の
よ
う

4

4

4

4

な
努
力
は

4

4

4

4

、4・

も
っ
ぱ
ら
住
宅
局
に
お
け
る
届
出
だ
け
で
埋
め
合
わ
せ
ら
れ
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」。
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な
お
、
そ
の
他
の
利
益
の
侵
害
の
観
点
か
ら
の
被
告
（
賃
借
人
）
の
異
議
に
つ
い
て
は
、
Ⅱ
の
二
の
２
の
⑷
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
。

　

第
二
九
に
、
賃
借
人
が
代
替
住
居
の
調
達
義
務
を
果
た
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
か
か
わ
る
裁
判
例
で
あ
る
が
、
マ
ン
ハ
イ
ム
地
方
裁
判
所

一
九
九
一
年
一
二
月
三
日
決
定
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

162
】
マ
ン
ハ
イ
ム
地
方
裁
判
所
一
九
九
一
年
一
二
月
三
日
決
定

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
判
例
集
か
ら
読
み
取
れ
る
事
案
の
概
要
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

明
渡
債
務
者
（
賃
借
人
）
ら
は
、
一
九
九
〇
年
一
二
月
一
八
日
付
の
訴
訟
上
の
和
解
に
よ
っ
て
、
債
権
者
（
賃
貸
人
）
ら
か
ら
賃
借
し
た
本
件
住

居
を
一
九
九
一
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
明
け
渡
し
、
返
還
す
る
義
務
を
負
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
明
渡
債
務
者
・
二
は
、
一
九
九
一
年
一
一
月
三
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
一
九
九
二
年
五
月
三
一
日
ま
で
、
そ
の
明
渡
期
間
を
延
長

す
る
こ
と
を
申
し
立
て
た
。
と
い
う
の
は
、
代
替
住
居
の
獲
得
の
た
め
の
き
わ
め
て
集
中
的
な
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
代
替
住
居
は

そ
の
明
渡
期
間
の
満
了
ま
で
な
お
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
で
あ
っ
た
。

　

区
裁
判
所
は
、
こ
の
申
立
て
を
棄
却
し
た
。
明
渡
債
務
者
・
二
は
、
代
替
住
居
の
調
達
に
お
け
る
彼
の
努
力
を
十
分
に
具
体
的
に
説
明
し
な
か
っ

た
と
い
う
理
由
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
明
渡
債
務
者
・
二
は
、
地
方
裁
判
所
に
即
時
抗
告
し
た
。
明
渡
債
務
者
・
二
は
、
マ
ン
ハ
イ
マ
ー
・
モ
ル
ゲ
ン
の
住
居
に
つ
い

（
868
）

住
居
の
賃
貸
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の
終
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を
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比
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て
の
新
聞
広
告
に
対
す
る
一
九
九
一
年
六
月
三
日
付
、
六
月
九
日
付
、
お
よ
び
、
一
一
月
九
日
付
の
三
つ
の
返
書
を
地
方
裁
判
所
に
提
出
し
た
の
で

あ
る
。

　
［
決
定
理
由
］

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
本
件
即
時
抗
告
は
・
・
・
・
許
容
し
う
る
が
、
し
か
し
、
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
決
定
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
明
渡
債
務
者

4

4

4

4

4

（4・

賃
借
人

4

4

4

）4・・4・

二
は

4

4

、4・

彼
の
代
替
住
居
調
達
義
務
を
十
分
に
履
行
し
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
取
り
決
め
ら
れ
た
和
解
に
し
た
が
っ
て
明
け
渡
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
本
件
住
居
か
ら
の
退
去
が
い
つ
で
も
行
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
代
替
住
居
の
た
め
の
努
力
が
一
九
九
一

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

年
六
月
に
は
じ
め
て
は
じ
め
ら
れ
た
こ
と
を
問
題
に
し
な
い
と
し
て
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

債
務
者

4

4

4

・4・

二
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
努
力
の
集
中
性
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

期
待
さ
れ
な
け
れ

4

4

4

4

4

4

4

ば
な
ら
な
い
要
求
に
も
対
応
し
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
債
務
者

4

4

4

・4・

二
に
も
周
知
で
あ
る
と
こ
ろ
の
今
日
の
住
居
を
め
ぐ
る
状
況
に
か
ん
が
み
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

六
ヶ
月
の
期

4

4

4

4

4

間
の
範
囲
内
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

マ
ン
ハ
イ
マ
ー

4

4

4

4

4

4

・4・

モ
ル
ゲ
ン
の
三
つ
の
広
告
に
書
面
に
よ
っ
て
返
事
を
す
る
こ
と
は
十
分
で
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」。

※ 

Ⅱ
の
二
の
２
の
⑵
の
④
以
下
の
目
次
の
詳
細
は
、
連
載
を
進
め
る
な
か
で
明
ら
か
に
す
る
。
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( F

n
.785) ,S

.414.

（
787
）L

G
 D

ü
sseldorf W

u
M
( F

n
.785) ,S

.414.

（
788
）L

G
 D

ü
sseldorf W

u
M
( F

n
.785) ,S

.414.

（
869
）

（
870
）
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（
789
）L

G
 S

tu
ttgart W

u
M

 1990,20.

（
790
）L

G
 S

tu
ttgart W

u
M
( F

n
.789) ,S

.21.

（
791
）L

G
 S

tu
ttgart W

u
M
( F

n
.789) ,S

.21.

（
792
）L

G
 S

tu
ttgart W

u
M
( F

n
.789) ,S

.21.

（
793
）A

G
 K

öln
 W

u
M

 1990,77.

（
794
）A

G
 K

öln
 W

u
M
( F

n
.793) ,S

.77.

（
795
）A

G
 K

öln
 W

u
M
( F

n
.793) ,S

.77f.

（
796
）L

G
 H

am
bu

rg W
u

M
 1990,118.

（
797
）L

G
 H

am
bu

rg W
u

M
( F

n
.796) ,S

.119.

（
798
）L

G
 H

am
bu

rg W
u

M
( F

n
.796) ,S

.119.

（
799
）L

G
 H

am
bu

rg W
u

M
( F

n
.796) ,S

.119.

（
800
）L

G
 F

reibu
rg W

u
M

 1990,152.

（
801
）L

G
 F

reibu
rg W

u
M
( F

n
.800) ,S

.152.

（
802
）L

G
 F

reibu
rg W

u
M
( F

n
.800) ,S

.152.

（
803
）L

G
 K

arlsru
h

e D
W

W
 1990,238.

（
804
）L

G
 K

arlsru
h

e D
W

W
( F

n
.803) ,S

.238.

（
805
）L

G
 K

arlsru
h

e D
W

W
( F

n
.803) ,S

.238f.

（
806
）L

G
 K

arlsru
h

e D
W

W
( F

n
.803) ,S

.239.

（
807
）L

G
 K

arlsru
h

e D
W

W
( F

n
.803) ,S

.239.

（
808
）A

G
 D

ortm
u

n
d D

W
W

 1991,28.

（
809
）A

G
 D

ortm
u

n
d D

W
W
( F

n
.808) ,S

.28.

（
810
）A

G
 D

ortm
u

n
d D

W
W
( F

n
.808) ,S

.28.

（
811
）A
G

 D
ortm

u
n

d D
W

W
( F

n
.808) ,S

.28f.

住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
（
十
二
）

196197



（
812
）L

G
 B

erlin
 G

E
 1990,491.

（
813
）L

G
 B

erlin
 G

E( F
n

.812) ,S
.491.

（
814
）L

G
 B

erlin
 G

E( F
n

.812) ,S
.491.

（
815
）L

G
 B

erlin
 G

E( F
n

.812) ,S
.491f.

（
816
）L

G
 B

erlin
 G

E
 1990,543.

（
817
）L

G
 B

erlin
 G

E( F
n

.816) ,S
.543.

（
818
）L

G
 B

erlin
 G

E( F
n

.816) ,S
.543.

（
819
）L

G
 B

erlin
 G

E( F
n

.816) ,S
.543.

（
820
）L

G
 D

ü
sseldorf Z

M
R

 1990,380.

（
821
）L

G
 D

ü
sseldorf Z

M
R( F

n
.820) ,S

.381.

（
822
）L

G
 D

ü
sseldorf Z

M
R( F

n
.820) ,S

.381.

（
823
）L

G
 D

ü
sseldorf Z

M
R( F

n
.820) ,S

.381f.

（
824
）A

G
 D

ortm
u

n
d D

W
W
( F

n
.461

）.

（
825
）A

G
 D

ortm
u

n
d D

W
W
( F

n
.461) ,S

.366.

（
826
）A

G
 D

ortm
u

n
d D

W
W
( F

n
.461) ,S

.367.

（
827
）L

G
 S

tu
ttgart W

u
M

 1991,198.

（
828
）A

G
 S

tu
ttgart W

u
M
( F

n
.827) ,S

.198.

（
829
）L

G
 S

tu
ttgart W

u
M
( F

n
.827) ,S

.198.

（
830
）L

G
 S

tu
ttgart W

u
M
( F

n
.827) ,S

.198f.

（
831
）L

G
 S

tu
ttgart W

u
M
( F

n
.827) ,S

.199.

（
832
）L

G
 B

erlin
 G

E
 1990,1039.

（
833
）L
G

 B
erlin

 G
E( F

n
.832) ,S

.1039.

（
834
）L

G
 B

erlin
 G

E( F
n

.832) ,S
.1039f.
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（
835
）
拙
著
・
前
掲
注
（
3
）
一
九
五

－

一
九
六
頁
参
照
。

（
836
）L

G
 H

am
bu

rg W
u

M
 1991,38.

（
837
）L

G
 H

am
bu

rg W
u

M
( F

n
.836) ,S

.38.

（
838
）L

G
 H

am
bu

rg W
u

M
( F

n
.836) ,S

.38. 

な
お
、
地
方
裁
判
所
の
論
述
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著
・
前
掲
注
（
3
）
一
九
六
頁
参
照
。

（
839
）L

G
 H

am
bu

rg W
u

M
( F

n
.836) ,S

.38.

（
840
）L

G
 H

am
bu

rg W
u

M
( F

n
.836) ,S

.38.

（
841
）L

G
 H

am
bu

rg W
u

M
( F

n
.836) ,S

.38.

（
842
）L

G
 D

ü
sseldorf Z

M
R

 1991,178.

（
843
）L

G
 D

ü
sseldorf Z

M
R( F

n
.842) ,S

.178.

（
844
）
拙
著
・
前
掲
注
（
270
）
一
一
二

－

一
一
四
頁
、
一
二
九

－
一
三
一
頁
、
一
五
二

－

一
五
六
頁
参
照
。

（
845
）L

G
 T

rier W
u

M
 1991,273.

（
846
）L

G
 T

rier W
u

M
( F

n
.845) ,S

.274.

（
847
）L

G
 T

rier W
u

M
( F

n
.845) ,S

.275.

（
848
）L

G
 T

rier W
u

M
( F

n
.845) ,S

.275f.

（
849
）L

G
 K

arlsru
h

e D
W

W
 1992,22.

（
850
）L

G
 K

arlsru
h

e D
W

W
( F

n
.849) ,S

.22.

（
851
）L

G
 K

arlsru
h

e D
W

W
( F

n
.849) ,S

.22.

（
852
）L

G
 K

arlsru
h

e D
W

W
( F

n
.849) ,S

.22.

（
853
）L

G
 K

arlsru
h

e D
W

W
( F

n
.849) ,S

.22.

（
854
）L

G
 H

eidelberg D
W

W
 1991,244.

（
855
）L

G
 H

eidelberg D
W

W
( F

n
.854) ,S

.244.

（
856
）L

G
 H

eidelberg D
W

W
( F

n
.854) ,S

.244f.

（
857
）L
G

 H
eidelberg D

W
W
( F

n
.854) ,S

.245.
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（
858
）L

G
 H

eidelberg D
W

W
( F

n
.854) ,S

.245.

（
859
）L

G
 B

on
n

 W
u

M
 1992,16.

（
860
）L

G
 B

on
n

 W
u

M
( F

n
.859) ,S

.16.

（
861
）L

G
 B

on
n

 W
u

M
( F

n
.859) ,S

.16.

（
862
）L

G
 B

on
n

 W
u

M
( F

n
.859) ,S

.16.

（
863
）L

G
 M

an
n

h
eim

 D
W

W
 1993,140.

（
864
）L

G
 M

an
n

h
eim

 D
W

W
( F

n
.863) ,S

.141.

（
865
）L

G
 M

an
n

h
eim

 D
W

W
( F

n
.863) ,S

.141.

（
866
）L

G
 M

an
n

h
eim

 D
W

W
( F

n
.863) ,S

.141.

（
867
）L

G
 M

an
n

h
eim

 D
W

W
( F

n
.863) ,S

.141.

（
868
）L

G
 M

an
n

h
eim

 D
W

W
 1992,87.

（
869
）L

G
 M

an
n

h
eim

 D
W

W
( F

n
.868) ,S

.87.

（
870
）L

G
 M

an
n

h
eim

 D
W

W
( F

n
.868) ,S

.87f.
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